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はじめに
　このたび、当社の経営方針や事業概況、財務状況等をまとめた
「ディスクロージャー誌2025」を作成いたしました。
　本誌が、皆さまに当社をご理解いただくうえでの一助となれば
幸いに存じます。

会社概要
創業※ ： 1960年（昭和35年）
資本金 ： 7,862百万円
総資産  ： 125,901百万円
従業員数  ： 364名
※1960年に米国の保険会社「アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー」の日本支店として日本におけ
る損害保険事業免許を取得。
2014年4月1日付けで、日本法人（「アメリカンホーム医療・損害保険株式会社」2013年7月1日設立）に対し
て、日本支店の保有する保険契約の包括移転および事業譲渡を行うことにより、日本法人として事業を開始。

本誌は、保険業法第111条に基づき作成したディスクロージャー資料です。
記載された情報は、別途記載がある場合を除き2025年3月31日現在のものです。
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トップメッセージ AIGのパーパス（存在意義）と価値観

自分ごととしてとらえよう

複雑化する世界の課題に
共に向き合い、
ゆるぎない明日への自信を

AIG の価値観と
それを実現するための
ふるまい（行動指針）：

期待値を明確にしよう
自発的に行動しよう
当事者意識を持って、自ら進んで責任を引き受けよう

模範となろう
常に高いクオリティを届けよう
お客さま本位を徹底しよう
保険業界をけん引しよう

共に成功を収めよう
手を携えることでもっと強くなろう
足並みを揃えよう
ワンチームになろう

よきアライ（理解者）となろう
インクルージョン（認め合うこと）を常に意識しよう
傾聴して学ぼう
有言実行しよう

常に正しい行いを心がけよう
誠実・高潔な行動を心がけよう
行動で模範を示そう
地域社会に貢献しよう
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AIGは、ますます複雑化する世界のなかで、それぞれ
の課題に立ち向かう企業、ビジネス・パートナー、そし
てお客さま一人ひとりを支えるパートナーとして、安心を
お届けしています。

AIGグループの一員である当社は、日本におけるダイ
レクト型保険会社のパイオニアとして、これまで蓄積して
きた医療・傷害保険に関する専門性を活かし、お客さま
に安心と信頼を提供し続けてきました。常にお客さま本
位の姿勢を大切にし、お客さまの声に真摯に耳を傾ける
ことで、ご期待に応えるよう努めています。
 

当社では、お客さまの目線に立ち、丁寧かつわかりや
すい対応に取り組むとともに、ご高齢や障がいのある方
を含む、すべてのお客さまに寄り添うことを心がけてい
ます。さらに、ご契約者のご家族にも安心していただけ
るよう、当社ウェブサイトを通じた情報提供の強化や、ご
家族対応専任チームの設置など、サービスの充実を図っ
ています。

私たちは、お客さまとの長期的な信頼関係の構築を目
指しています。これからも選ばれ続ける保険会社である
ために、コンプライアンスの徹底やリスク管理の充実、
ガバナンス体制の強化を通じて、健全かつ適正な業務運
営を確保し、持続可能な発展に取り組んでいます。

お客さま、そしてビジネス・パートナーに価値を提供
することが私たちの使命です。その使命を支える最も大
きな力は、常に学び、知的好奇心と改善への情熱を持ち
続ける社員一人ひとりの存在です。社員が力を存分に発
揮し、使命を果たしていけるよう、インクルーシブな企
業文化の醸成や、努力と成果が正しく評価される環境の
促進に努めてまいります。

これまでのご支援に心より感謝申し上げますとともに、
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお
願い申し上げます。

2025年7月

代表取締役社長 兼 CEO　渡辺 治子
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　AIGでは、お客さまやディストリビューション・パートナーにどのようにサービスを提供し協働していくか、私たちが
生活し働く地域社会にどのように影響を与えるか、社員をどのように育成しサポートするか、政策立案者や規制当局と
どのように関わり、さらに株主のために価値を創出するという責任をどのように果たすか、ということを企業責任に対
するコミットメントかつ事業の確固たる土台として取り組んでいます。

戦略：AIGのパーパス（存在意義）と価値観
AIGの戦略は、サステナビリティに関するリスクと機会を評価し、お客さまおよび私たちが生活し働く会社と地域社会
に対して利益をもたらすソリューションを見つけ、ステークホルダーに価値を提供することに重点を置いています。

ガバナンス：高水準の監督、説明責任、誠実さと倫理観を維持
AIGは高水準の監督、説明責任、透明性を維持し、ステークホルダーに長期的な利益をもたらすための効果的なコーポレー
トガバナンスを確立することを約束します。行動規範において多様で確固としたリーダーシップ、建設的な関係の確立、
倫理観を共有することを定め、よりサステナブルな将来に向けての継続的な進捗を支えるガバナンスを構築します。

お客さま： 複雑化するリスクへの対応とレジリエンスの促進
AIGは専門知識と知的資本を活用して洞察を提供し、お客さまがリスクエクスポージャーを理解することをサポートする
とともに、より安全でレジリエントな環境を作るためのアドバイスを提供します。マーケットリーダーとして、優れた保険
引受の文化を強みに、複雑化するリスク環境にあった革新的な商品を提供します。

環境：保険の引受が可能な、サステナブルな未来のサポート
AIGは環境スチュワードシップの推進を事業活動の中で開始し、バリューチェーン全体に広げており、科学、データ、
シナリオ分析に基づき、お客さまやその他のステークホルダーの脱炭素化およびその他のサステナビリティの取組みを
サポートします。サステナブルな未来に向けて、企業と地域社会が繁栄できるように支援します。

地域社会： 卓越したインクルーシブな文化
人材はAIGの最大の資産であり、AIGは人的資本管理に重点を置いています。優秀な人材を維持、育成すること、
また多様な思考を積極的に追求し受け入れるインクルーシブな環境を醸成します。また継続してサステナブルな購買
活動を進め、私たちが生活し働く地域社会にプラスの影響を与え、人権を尊重し、支援します。

　また、AIGはEmployee Sustainability Networkを通して、社員のサステナビリティに関するエンゲージメントを促進し
ています。Employee Sustainability Networkは、サステナビリティに関する社員の意識を高めることに焦点を置いた
社員主導のグループとして、グローバルで設立されました。その活動を広めるため、2022年12月に日本のネットワ
ークを構築し、日本での取組みを実施しています。

AIGのサステナビリティ戦略については、
https://www.aig.com/home/about/corporate-responsibility/sustainability をご覧ください。

サステナビリティ
私たちは、世界が気候変動の課題を
乗り越えることを支援するために、
行動する企業になることを約束しますAmerican International Group, Inc.

www.aig.com

AIGについて

AIGの業績の推移

所在地／ 1271 AVE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10020-1304

上場証券取引所／ニューヨーク証券取引所
会長 兼 CEO／ピーター・ザッフィーノ

AIG,Inc.2024年度アニュアルレポート（2024 Annual Report）より抜粋

（米国ドルで記載）

2024年

272億ドル

（14）億ドル

1,613億ドル

総収入

純利益（損失）

総資産

日本におけるAIGグループ

日本におけるAIGグループの組織

※1：ジェイアイ傷害火災保険株式会社は、AIGジャパン・ホールディングス株式会社と株式会社 JTBの合弁会社です。
　　  （AIGジャパン・ホールディングス株式会社の持分は50%です。）
※2：ティーペック株式会社におけるAIGグループ会社による持分は合計で64.44%です。（AIGジャパン・ホールディングス株式会社の持分は54.67%です。）

AIGジャパン・ホールディングス株式会社 AIG損害保険株式会社

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社

ジェイアイ傷害火災保険株式会社※1

AIGパートナーズ株式会社
テックマークジャパン株式会社

AIGビジネス・パートナーズ株式会社
AIGハーモニー株式会社
ティーペック株式会社※2

保険事業

関連事業

2023年

279億ドル

36億ドル

5,393億ドル

AIGグループ（ニューヨーク証券取引所銘柄：AIG）は、世界の保険業界のリーダーであり、200以上の
国や地域で、法人および個人のお客さまの資産を守り、リスクマネジメントをサポートするための保険
ソリューションをAIGの事業、免許・認可およびその協力パートナーを通じて提供しています。
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AIG損害保険は、国内の地震・自然災害対策関係者が一堂に会する技術見本市・
シンポジウムである「震災対策技術展」大阪に出展しました。津波浸水変化状況を
疑似体験できるVR（仮想現実）、ハザードマップAR（拡張現実）等を出展し、より
リアルに災害の様子をイメージしていただき、防災・減災への意識を高める機会
を提供しました。

テックマークジャパンは、企業の持続可能な事業活動の一環として、延長保証
（ワランティ）プログラムを提供しています。延長保証プログラムにより、製品を安全
に長く使用でき、環境保全活動に貢献しています。 

AIGジャパンは、使用済みのクリアホルダーを回収し、グループ会社内で再利用す
るとともに、文具メーカーへ寄付しています。  

AIGジャパンは、2010年より、リサイクルを促進し二酸化炭素排出量削減を
サポートするため、ペットボトルキャップの社内での回収およびNPO法人エコ
キャップ推進協会への寄付を行っています。    

AIGは、温室効果ガス排出実質ゼロを達成するコミットメントを発表しました。
詳細は以下のとおりです。
● 2050年までに、あるいはそれ以前に、業務運営における温室効果ガス
  排出実質ゼロ達成を目指す。
● 2050年までに、あるいはそれ以前に、保険引受および運用ポートフォリオ
  全体での温室効果ガス排出実質ゼロ達成を目指す。
● 2030年までに、あるいはそれ以前に、AIGの業務運営における再生可能
  エネルギー比率100%達成を目指す。

AIG損害保険は、気候変動を背景として洪水などの自然災害が増加する中、
2020年7月、洪水や高潮による環境汚染を補償する業界初の特約を発売し、環境
リスクに関するお客さまのニーズに応えています。

AIGジャパンとAIGジャパン労働組合の共催で、美化・清掃と地域貢献を目的として
全国20拠点で約500人の社員とその家族が清掃のボランティア活動を実施しました。

AIGジャパンは、2014年から公益財団法人 鎮守の森のプロジェクトの活動に協賛
し、いのちを守る森づくり「MORINO プロジェクト」に取り組んでいます。当活
動は、自然災害による被災者や被害を大幅に削減するなど、自然災害に対する強靱
さ（レジリエンス）を実現します。

　AIGジャパン※は、大阪府との連携協定に基づき、防災グッズや津波浸水シミュレーションジオラマの寄贈、津波浸水等が想定され
る地域の小学校での植樹祭開催、多言語の地震対応リーフレットの作成・配布など、防災・減災に関する取組みを行ってきました。

　AIGジャパンは、地球を保護し、人類の生活を向上させることで、より持続可能な未来を創造するための「持続可能な
開発目標（SDGs）」を支援しています。様々な商品・サービスの提供や企業市民活動などの取組みを通じて、SDGsの
目標達成に貢献します。これらの取組みはESGの観点とも密接に対応しています。

大阪府との連携協定

　AIG損害保険は、神奈川県と「ME-BYO（未病）」コンセプトの普及・啓発に関わる覚書を締結し、健康経営の普及に貢献するとともに、
ワーク・ライフ・バランスを推進するための仕事と医療の両立支援推進企業の拡大普及に向けたサポートを行っています。

神奈川県との「未病」に関する覚書

AIG損害保険は、認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会の取組み
に協力し、医療総合保険の新規契約数に応じて、開発途上国の子どもたちへ届け
ています。

AIG高校生外交官プログラムは、日米の高校生の文化交流を目的に1987年に
設立されました。このプログラムは、将来のグローバルリーダーを目指す日本の
高校生が米国を訪問する渡米プログラムと、米国の高校生が来日する日本プログ
ラムで構成されています。

AIGジャパンは、世界各国で子どもたちのキャリア教育および金融リテラシーの
推進等に取り組んでいる公益社団法人ジュニア・アチーブメント日本と、パート
ナーシップを結んでいます。2024年度も全国の中学校・高校等で体験的に学ぶこ
とができるプログラムが開催され、活動の目的に共感・賛同したAIGジャパンの
社員がボランティアとして参加しました。

東京都教育委員会主催の「英語でジョブチャレンジ2024」が開催され、AIGでは5
名の生徒の受け入れを行いました。このプログラムは、都立高校生がグローバル
に活動する企業・団体等を訪問し体験学習するもので、生徒が実践的に英語を活
用することで学習意欲を高めたり、世界を視野に活躍する意識の向上やキャリア
プランについて考える機会を提供したりすることを目的としています。

AIGは、将来のAIGを構築する取組みの一環として、“誰もがAIGの一員であるこ
とを感じ、ありのままの自分自身でいることができる”インクルージョンの文化の
醸成に引き続き注力しています。

AIGは、保険業界をリードして、カルチャーやタレントを推進する国際的な祭典
であるDive Inフェスティバルを後援しています。2024年のフェスティバルは「持続
可能な社会の実現に向けて－次の10年への課題－」をテーマに、約50か国で開催
されました。

AIGジャパンは、東京レインボープライドと九州レインボープライドに協賛してい
ます。どちらのイベントも日本を代表する規模のプライドイベントであり、レズビア
ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、その他すべてのアイデンティティ
を含む、あらゆる性の多様性を祝うものです。

AIG損害保険と北里研究所は、中小企業の経営者や従業員が、ケガや病気になっ
ても安心して働き続けられる環境づくりを支援するアプリの提供を、2021年から
開始しています。このアプリは、中小企業が従業員にとって魅力的な職場を作るた
めの現在の状況と準備状況を評価できるように、設計されています。

AIG損害保険は、中小企業のお客さまの事業継続力強化を通じ、企業価値の向上に
貢献するべく、「SME Resilience※」というバリュープロポジション創造に取り組んでい
ます。「SME Resilience」では、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源と、それらを活用
した事業活動に潜むリスクに着目し、事前対策としての情報提供やコンサルティン
グ、万が一の事態が発生した後の早期復旧のトータルサポートを行っています。
※ SME: 中小企業 / Resilience: 事業を継続し成長する力

AIG損害保険は、一般社団法人がんと働く応援団と提携を結び、企業向けの「がん
防災マニュアル企業版」を共同で作成し、がん治療と仕事の両立支援推進の一つ
のツールとして代理店や営業社員を通じて展開しています。

AIGの米国本社ではサステナビリティ委員会が設立され、AIGの米国本社および
その子会社に関連するサステナビリティ課題に対する議論および対応への提案を
するなど、すべての部門がサステナビリティのリスクと機会に関与し、説明責任を
果たし、全社的にサステナビリティを意識した活動を推進するためのガバナンス
体制を確立しました。
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AIG損害保険は、国内の地震・自然災害対策関係者が一堂に会する技術見本市・
シンポジウムである「震災対策技術展」大阪に出展しました。津波浸水変化状況を
疑似体験できるVR（仮想現実）、ハザードマップAR（拡張現実）等を出展し、より
リアルに災害の様子をイメージしていただき、防災・減災への意識を高める機会
を提供しました。

テックマークジャパンは、企業の持続可能な事業活動の一環として、延長保証
（ワランティ）プログラムを提供しています。延長保証プログラムにより、製品を安全
に長く使用でき、環境保全活動に貢献しています。 

AIGジャパンは、使用済みのクリアホルダーを回収し、グループ会社内で再利用す
るとともに、文具メーカーへ寄付しています。  

AIGジャパンは、2010年より、リサイクルを促進し二酸化炭素排出量削減を
サポートするため、ペットボトルキャップの社内での回収およびNPO法人エコ
キャップ推進協会への寄付を行っています。    

AIGは、温室効果ガス排出実質ゼロを達成するコミットメントを発表しました。
詳細は以下のとおりです。
● 2050年までに、あるいはそれ以前に、業務運営における温室効果ガス
  排出実質ゼロ達成を目指す。
● 2050年までに、あるいはそれ以前に、保険引受および運用ポートフォリオ
  全体での温室効果ガス排出実質ゼロ達成を目指す。
● 2030年までに、あるいはそれ以前に、AIGの業務運営における再生可能
  エネルギー比率100%達成を目指す。

AIG損害保険は、気候変動を背景として洪水などの自然災害が増加する中、
2020年7月、洪水や高潮による環境汚染を補償する業界初の特約を発売し、環境
リスクに関するお客さまのニーズに応えています。

AIGジャパンとAIGジャパン労働組合の共催で、美化・清掃と地域貢献を目的として
全国20拠点で約500人の社員とその家族が清掃のボランティア活動を実施しました。

AIGジャパンは、2014年から公益財団法人 鎮守の森のプロジェクトの活動に協賛
し、いのちを守る森づくり「MORINO プロジェクト」に取り組んでいます。当活
動は、自然災害による被災者や被害を大幅に削減するなど、自然災害に対する強靱
さ（レジリエンス）を実現します。

　AIGジャパン※は、大阪府との連携協定に基づき、防災グッズや津波浸水シミュレーションジオラマの寄贈、津波浸水等が想定され
る地域の小学校での植樹祭開催、多言語の地震対応リーフレットの作成・配布など、防災・減災に関する取組みを行ってきました。

　AIGジャパンは、地球を保護し、人類の生活を向上させることで、より持続可能な未来を創造するための「持続可能な
開発目標（SDGs）」を支援しています。様々な商品・サービスの提供や企業市民活動などの取組みを通じて、SDGsの
目標達成に貢献します。これらの取組みはESGの観点とも密接に対応しています。

大阪府との連携協定

　AIG損害保険は、神奈川県と「ME-BYO（未病）」コンセプトの普及・啓発に関わる覚書を締結し、健康経営の普及に貢献するとともに、
ワーク・ライフ・バランスを推進するための仕事と医療の両立支援推進企業の拡大普及に向けたサポートを行っています。

神奈川県との「未病」に関する覚書

AIG損害保険は、認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会の取組み
に協力し、医療総合保険の新規契約数に応じて、開発途上国の子どもたちへ届け
ています。

AIG高校生外交官プログラムは、日米の高校生の文化交流を目的に1987年に
設立されました。このプログラムは、将来のグローバルリーダーを目指す日本の
高校生が米国を訪問する渡米プログラムと、米国の高校生が来日する日本プログ
ラムで構成されています。

AIGジャパンは、世界各国で子どもたちのキャリア教育および金融リテラシーの
推進等に取り組んでいる公益社団法人ジュニア・アチーブメント日本と、パート
ナーシップを結んでいます。2024年度も全国の中学校・高校等で体験的に学ぶこ
とができるプログラムが開催され、活動の目的に共感・賛同したAIGジャパンの
社員がボランティアとして参加しました。

東京都教育委員会主催の「英語でジョブチャレンジ2024」が開催され、AIGでは5
名の生徒の受け入れを行いました。このプログラムは、都立高校生がグローバル
に活動する企業・団体等を訪問し体験学習するもので、生徒が実践的に英語を活
用することで学習意欲を高めたり、世界を視野に活躍する意識の向上やキャリア
プランについて考える機会を提供したりすることを目的としています。

AIGは、将来のAIGを構築する取組みの一環として、“誰もがAIGの一員であるこ
とを感じ、ありのままの自分自身でいることができる”インクルージョンの文化の
醸成に引き続き注力しています。

AIGは、保険業界をリードして、カルチャーやタレントを推進する国際的な祭典
であるDive Inフェスティバルを後援しています。2024年のフェスティバルは「持続
可能な社会の実現に向けて－次の10年への課題－」をテーマに、約50か国で開催
されました。

AIGジャパンは、東京レインボープライドと九州レインボープライドに協賛してい
ます。どちらのイベントも日本を代表する規模のプライドイベントであり、レズビア
ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、その他すべてのアイデンティティ
を含む、あらゆる性の多様性を祝うものです。

AIG損害保険と北里研究所は、中小企業の経営者や従業員が、ケガや病気になっ
ても安心して働き続けられる環境づくりを支援するアプリの提供を、2021年から
開始しています。このアプリは、中小企業が従業員にとって魅力的な職場を作るた
めの現在の状況と準備状況を評価できるように、設計されています。

AIG損害保険は、中小企業のお客さまの事業継続力強化を通じ、企業価値の向上に
貢献するべく、「SME Resilience※」というバリュープロポジション創造に取り組んでい
ます。「SME Resilience」では、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源と、それらを活用
した事業活動に潜むリスクに着目し、事前対策としての情報提供やコンサルティン
グ、万が一の事態が発生した後の早期復旧のトータルサポートを行っています。
※ SME: 中小企業 / Resilience: 事業を継続し成長する力

AIG損害保険は、一般社団法人がんと働く応援団と提携を結び、企業向けの「がん
防災マニュアル企業版」を共同で作成し、がん治療と仕事の両立支援推進の一つ
のツールとして代理店や営業社員を通じて展開しています。

AIGの米国本社ではサステナビリティ委員会が設立され、AIGの米国本社および
その子会社に関連するサステナビリティ課題に対する議論および対応への提案を
するなど、すべての部門がサステナビリティのリスクと機会に関与し、説明責任を
果たし、全社的にサステナビリティを意識した活動を推進するためのガバナンス
体制を確立しました。
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　AIGでは、性別、国籍、性的指向、家族構成、障がいのあるなし、世代間などの違いから生まれる様々な経験を多
様性として受け入れ、尊重しながら、最大限に活かす「カルチャー &インクルージョン」の推進に取り組んでいます。

　これは、社員一人ひとりがいきいきと働き、家族や友人とともに充実した人生を築くことができる職場の創造に向け
た取組み「The Best Place to Work」や、多様な視点からお客さまを深く理解し、「まさか」を未然に防ぐ支援を提供す
る「ACTIVE CARE※」の実現にもつながっています。
　グループ各社は、多様性を尊重するAIGの企業文化に基づき、より安全でより良い未来を創造するための様々な取組み
を行っていきます。

経営陣を中心メンバーとするカウンシルにおいてカルチャー推進およびインクルージョン促進について議論し、施策や取組みの効果的

な実践をサポート。また、インクルーシブな職場環境醸成のため、女性活躍推進や男女賃金格差等の課題への対応策に関する方向性に

ついて合意形成を図る

AIGでは、保険業界におけるカルチャー&インクルージョンの促進を目的とした、毎年恒例の国際的な祭典であるDive Inフェスティバル
を後援。日本においてもAIGジャパンがイベントの開催を支援

「The Best Place to Work」の施策の一環として、社命による転勤のない会社を目指すWork@Homebase、男性社員の育児休暇取得の
促進やコアタイムのないスーパーフレックスタイム制度を活用し、多様な人材が働きやすい環境を醸成

若手社員同士がつながり学び合うことを目的としたプログラムECE（Early Career Engagement）では、若手社員が先輩社員と協働し、
将来のキャリアについて考えるセッションを開催。また、同世代の社員とのランチ会を実施し、ネットワーク構築やカジュアルな相談の
機会を提供

●

LGBTQ+に関して実施してきた様々な取組みについて、一般社団法人work with Pride

により選出される「PRIDE 指標」の最高位「ゴールド」を獲得（2016年度から 2024年度

まで 9年連続受賞）

●

●

●

●

2024年4月1日「障害者差別解消法」改正に伴い、グループ会社のサポート業務など

を行うAIG ハーモニー株式会社（2017年5月設立・特例子会社）では、障がいのあ

る社員やその上司・同僚が意見や要望を日常的に相談できる相談窓口を同年7月に

設置。また、障がい者に関する法律について学び、障がいのある方への理解を深め

適切な配慮が実践できることを目的としたe-learningを企画、実行

●

カルチャー&インクルージョン の推進に関する特定のテーマに関心を持つ社員が、コミュ

ニティへの貢献や企業文化の改革などに寄与する活動を自発的に企画・運営する6 つ

の社員グルー プ（「Working Families」「Women & Allies」「Young Professionals」「LGBTQ+ 

& Allies Rainbow」「Language and Culture Exchange」「Japan disAbilities & Allies」）の活

動を ERG（Employee Resource Group：社員リソースグループ）プログラムとして支援。

各グループが特色ある取組みを主体的に展開する一方、グループ横断的な取組みとし

て社員の家族が集うFamily Day を企画、実行

●

※ACTIVE CARE（アクティブ・ケア）
ACTIVE CAREを構成する３つの要素 ：①すべてがシンプルで、分かりやすい。：どんな新しいサービスや有益な情報も、うまく伝えられなければ意味がありません。私たちは、お客
さまの立場に立ち、お客さまそれぞれに合わせたサービスを提供していきます。②リスク情報を、事前に。：お客さまを深く理解しているからこそ、お客さまの気づかないリスクにま
で気づくことができます。そして、事故や損害を事前に防ぐ、情報やアドバイスを提供していきます。③AIG ならではの先進性。：私たちAIG が、世界中で蓄積してきた最先端の知
見やテクノロジー、そして、長年日本で培った洞察力でお客さまにとっての保険の価値を高めていきます。

AIGにおける
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The Best Place to Work
家族と共に充実した人生を
築くことができる職場を目指して

　AIGジャパンは、多様性を大切にし持続的に成長していく企業になるために、私たち一人ひとりが、自ら考え、提案し、

行動する、自律的な働き方に取り組んでいます。少子高齢化の進行や個人の価値観の変化などを受けて日本社会が激変

するなかで、永続的に会社が成長するため、社員がいきいきと働き、家族と共に充実した人生を築くことができる職場

の創造に向けた取組みを、グループ会社一丸となって進めています。

ビジョン
　社員が自身のキャリアを追求し、人生の目標をかなえることに注力でき
る職場を創造する。

ミッション
　以下の環境を構築する。
● AIGの社員とその家族がハッピーになれる会社
● 多様な働き方やライフスタイルをお互いに受け入れ、共存する職場
　

　すべての社員が、主体的に考え、自ら意思決定し、行動することが可
能となるよう、一人ひとりの違いがポジティブに作用する働き方の実現
を目指しています。そのために、社員がいきいきとした充実感を持ち、
やる気に満ち、働きがいを感じられる環境を作ることが、「The Best 

Place to Work」の取組みです。

The Best Place to Workとは
Pride

Rewards

People

ACTIVE
CARE

Life Opportunity

Office/IT

Culture

The Best
Place

to Work

社員への提供価値
　AIGジャパンは、以下のことを実現する。

● AIGで働いていることへの誇り

● 透明性と受容性を大切にするOne AIGとしての企業文化

● 互いに尊重しあい、温かな信頼と評価が生まれる環境

● コラボレーション・イノベーションを促す、ポジティブな職場環境作り

● 「Own Your Career（ 自分のキャリアは自分で作る）」のマインドの推進による目指すキャリアの形成

● 心身ともに健康であり続けるために、「ACTIVE CARE」のマインドをすべての行動に反映

● 透明性と適切なパフォーマンス・マネジメントにより、社員に報いる魅力的な仕組みから得られる励み

● 適切なワーク・ライフ・バランスを実現するフレキシブルなワークスタイル

The Best Place to Workの主な取組み

● 仕事と育児の両立支援

● 仕事と介護の両立支援

● 日常生活や様々なライフステージに対応できるフレキシブルな働き方（リモート勤務、スーパーフレックスタイム制度）

● 老後に備えるための制度・支援

● 仕事と治療が両立でき、キャリア面での不安を軽減するための支援

● Wellbeing（メンタルヘルスケア、予防医療への取組み、禁煙外来補助、ウォーキングイベント、ヘルスリテラシー向上等）

 

● 「Work@Homebase」は、すべての社員が｢転居転勤がない｣、｢単身赴任がない｣、｢社命転勤がない｣会社となることを目指します。

● すべての社員が、育児や介護といった個人の様々な事情やライフステージの状況に応じて｢ノンモバイル社員：今のライフステ
ージでは勤務エリアを限定して働きたい｣または｢モバイル社員：今のライフステージでは全国を転勤することに制約はない｣を
選択できます。

● ｢ノンモバイル社員｣を選択した場合は、望んだホームベース（拠点となる地域）で働きながら、長期的なキャリアを築くことが可能
となります。

● 社員自らが手を挙げ、組織や職種の垣根なく、キャリアを築く仕組みと文化の構築を目指します。

● より地域への関与を深め、ビジネスパートナーとの長期的な関係構築を目指します。

● 働き方の選択に応じた透明性のある処遇を実現します。

 

　AIGジャパンは、「Own Your Career」の考え方を推奨しています。この考え方に基づき、「The Best Place to Work」

の一環として、各社員のライフステージに対応し、柔軟な働き方を提供する「Work@Homebase」を導入しています。 

「Work@Homebase」は、ホームベースとなる希望の勤務エリアを各社員が登録することで、社員は希望しない転勤を行

うことなく、「Own Your Career」の考え方に則って自身のキャリアパスを描き、実現することができます。

Work@Homebase 勤務地希望制度
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AIGジャパン健康経営宣言 スポンサーシップ

健康経営宣言
　AIGジャパンは、社員が健康および健全な生活を維持するための最高の体制を整えています。私たちAIGジャパンは、
健康経営を推進し、社員一人ひとりがベストな状態で業務に従事し、充実した生活を送れる環境づくりに取り組んでいます。
社員がバランスの取れた、健康的で活力に満ちた生活を送れるように支援することは、私たちを取り巻く複雑な課題に
取り組み、共に明るい未来を築いていくなかで、お客さまや地域社会をはじめAIGと関わるすべての人々への支援を実現
することにつながります。
　AIGジャパンは、すべてのステークホルダーと協力し、働きがいのある職場を創造するという目標に向かって、たゆま
ぬ努力を続けてまいります。

推進体制
　AIGジャパンの健康経営は、経営トップを推進責任者として、AIGジャパン人事部門が健康管理室、衛生委員会、

AIGジャパン労働組合およびAIG健康保険組合で構成される健康経営推進連絡会を通じて連携し、社員およびその家族

の健康づくりを行っています。

　AIGジャパンでは、健康な心身の維持が職場でのパフォーマンスやモチベー
ションの向上につながると考えています。「The Best Place to Work」の一環とし
て進めている、健康保険組合との連携やヘルスリテラシーの向上、時間外労働の削減に向けた取組みなどを通じて8年
連続で「健康経営優良法人」の認定を取得※しました。当グループは、今後も社員一人ひとりにとっての真の「The Best 

Place to Work」を目指し、より良い職場環境づくりに努めてまいります。

●  ウェルネスセミナー
●  健康イベント（生活習慣改善、健康フェスティバル）

●  禁煙サポートプログラム
●  定期健康診断（人間ドック・特定保健指導）

「健康経営優良法人2025大規模法人部門」に認定されました。

※今回の認定は、AIGジャパン・ホールディングス株式会社、AIG損害保険株式会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、
　AIGパートナーズ株式会社、AIGビジネス・パートナーズ株式会社、テックマークジャパン株式会社、AIGハーモニー株式会社、
　AIGテクノロジーズ株式会社の8社が対象です。

　AIGは、スポーツ、ビジネス、そして社会における女性のアライ（理解者）としてAIG女子オープンのスポンサーを務
めています。また、2024年にAIGブランドアンバサダーに就任いただいたプロゴルファー渋野日向子選手の国内外の
活動を応援しています。

AIG Women 's Open

AIGブランドアンバサダー
渋野日向子選手 AIG Women 's Open
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企業市民活動

　AIGは、企業としての社会的責任を果たしていく際に、個人や企業が活動するコミュニティを支援すること、待ち受け

るリスクに備えることに注力しています。また、AIG ジャパンにおいても、従業員の経験、知識、熱意を活かし、様々

なプログラムや団体とのパートナーシップ、ボランティア活動などの継続的な企業市民活動への取組みを通じて、社会

全体に変化をもたらすことを目指しています。

　AIGジャパンは、世界各国で子どもたちのキャリア教育および

金融リテラシーの推進等に取り組んでいる公益社団法人ジュニ

ア・アチーブメント日本と協働する取組みを行っています。2024

年度は、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡の中高

生向けに、生活に必要とされるお金について考え、大人の立場

で生活設計をするプログラムや、社員との対話を通して今まで気

が付かなかった自分の素晴らしさを発見することができるプログ

ラムを実施しました。それぞれの活動には、その目的に共感・賛

同したAIGジャパンの社員がボランティアとして参加しました。

ジュニア・アチーブメント日本とのボランティア活動

　障がいについての理解を深めインクルージョンを高めるカル

チャーの構築を目指す「Japan disAbilities & Allies ERG」メンバー

と、その活動に共感・賛同したAIGジャパンの社員が、東京都

内にある特別支援学校の夏祭りにボランティアとして参加しまし

た。また、富山県内の放課後等デイサービス事業所に通う児童

を対象に、学校の普通学級や特別支援学級では実施が困難な障

がい特性に配慮した運動会にもボランティアとして参加しました。

障がい者支援団体主催イベントサポート活動

　東京都教育委員会主催の「英語でジョブチャレンジ2024」が

開催され、AIGジャパンでは5名の生徒の受け入れを行いました。

このプログラムは、都立高校生がグローバルに活動する企業・

団体等を訪問し体験学習する取組みで、生徒が実践的に英語を

活用することで学習意欲を高めたり、世界を視野に活躍する意

識の向上やキャリアプランについて考える機会を提供したりする

ことを目的としています。当日はオフィスに高校生を招き、事業

内容の紹介やキャリアに関する対話、AIGジャパンに所属する2

名のパラアスリートによるトークセッション等を行いました。

都立高校生の職場体験サポート活動

　AIGジャパンと AIGジャパン労働組合の共催で、地域社会へ

の貢献と職場内外におけるコミュニケーションの促進を目的とし

た美化・清掃活動を全国20拠点で実施しました。社員とその家

族を含む約500人がボランティアとして参加し、地域の環境美

化に貢献しました。

地域清掃ボランティア活動

　2024年度は、横田、横須賀、岩国の3か所の米軍基地内にて

米軍従事者およびその家族をサポートする団体、United Service 

Organizations（USO）が主催するイベントに、多くのAIGジャパン

の社員がボランティアとして参加しました。

USO ボランティア活動
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企業市民活動

AIGは、企業としての社会的責任を果たしていく際に、個人や企業が活動するコミュニティを支援すること、待ち受け

るリスクに備えることに注力しています。また、AIG ジャパンにおいても、従業員の経験、知識、熱意を活かし、様々

なプログラムや団体とのパートナーシップ、ボランティア活動などの継続的な企業市民活動への取組みを通じて、社会

全体に変化をもたらすことを目指しています。

AIGジャパンは、世界各国で子どもたちのキャリア教育および

金融リテラシーの推進等に取り組んでいる公益社団法人ジュニ

ア・アチーブメント日本と協働する取組みを行っています。2024

年度は、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡の中高

生向けに、生活に必要とされるお金について考え、大人の立場

で生活設計をするプログラムや、社員との対話を通して今まで気

が付かなかった自分の素晴らしさを発見することができるプログ

ラムを実施しました。それぞれの活動には、その目的に共感・賛

同したAIGジャパンの社員がボランティアとして参加しました。

ジュニア・アチーブメント日本とのボランティア活動

障がいについての理解を深めインクルージョンを高めるカル

チャーの構築を目指す「Japan disAbilities & Allies ERG」メンバー

と、その活動に共感・賛同したAIGジャパンの社員が、東京都

内にある特別支援学校の夏祭りにボランティアとして参加しまし

た。また、富山県内の放課後等デイサービス事業所に通う児童

を対象に、学校の普通学級や特別支援学級では実施が困難な障

がい特性に配慮した運動会にもボランティアとして参加しました。

障がい者支援団体主催イベントサポート活動

　東京都教育委員会主催の「英語でジョブチャレンジ2024」が

開催され、AIGジャパンでは5名の生徒の受け入れを行いました。

このプログラムは、都立高校生がグローバルに活動する企業・

団体等を訪問し体験学習する取組みで、生徒が実践的に英語を

活用することで学習意欲を高めたり、世界を視野に活躍する意

識の向上やキャリアプランについて考える機会を提供したりする

ことを目的としています。当日はオフィスに高校生を招き、事業

内容の紹介やキャリアに関する対話、AIGジャパンに所属する2

名のパラアスリートによるトークセッション等を行いました。

都立高校生の職場体験サポート活動

　AIGジャパンと AIGジャパン労働組合の共催で、地域社会へ

の貢献と職場内外におけるコミュニケーションの促進を目的とし

た美化・清掃活動を全国20拠点で実施しました。社員とその家

族を含む約500人がボランティアとして参加し、地域の環境美

化に貢献しました。

地域清掃ボランティア活動

　2024年度は、横田、横須賀、岩国の3か所の米軍基地内にて

米軍従事者およびその家族をサポートする団体、United Service 

Organizations（USO）が主催するイベントに、多くのAIGジャパン

の社員がボランティアとして参加しました。

USO ボランティア活動
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事業の概況

　当期における日本経済は、財輸出の鈍化とサービス輸入の増加により外需が下押し圧力となった一方、内需が堅調に推移
したことで、緩やかに回復しました。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩や
かな回復が続くことが期待されています。ただし、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす
影響や、通商政策などアメリカの政策動向による影響などが、景気を下押しするリスクとなっています。

　損害保険業界においては、保険金不正請求、保険料調整行為、個人情報漏えい等の不適切事案を受け、お客さま本位の業
務運営及び法令等遵守の徹底はもとより、健全な競争環境の整備や適切な保険引受管理体制の確立、保険会社による適切な
代理店の教育・管理・指導、コンプライアンス意識の更なる向上等、保険市場の信頼回復と健全な発展に向けた取組みが必
要とされています。また、少子高齢化や自然災害の頻発・激甚化等の社会環境の変化を踏まえ、顧客基盤の強化や収益の補
完に資する取組みによる、持続可能なビジネスモデルの構築が求められています。

　当社は、日本におけるダイレクト型保険会社のパイオニアとして、これまで蓄積してきた医療・傷害保険に関する専門性
を活かし、お客さまに安心と信頼を提供してきました。そのような中、高齢化の進展を踏まえたサービスの充実やお客さま
に寄り添った対応に力を注ぐとともに、ご契約者さまのご家族の方にも安心して保険のお問い合わせやご請求の対応ができ
るよう、ご契約者さま、被保険者（補償対象者）さまの状況に応じたご家族の対応手順についてご案内するページを当社ウェ
ブサイトに新設するなど、利便性の向上に尽力しています。また、お客さまとの長期的な信頼関係を築くことを目指し、健
全かつ適正な業務運営のさらなる強化に取り組んでいます。

　当期業績は、元受正味保険料（収入積立保険料を含む）は29,043百万円（前期比10.0%減）、正味収入保険料は28,139百万
円（前期比10.4%減）となりました。正味支払保険金は14,150百万円（前期比9.7%減）となり、また、営業費及び一般管理費は
7,029百万円（前期比13.6%減）となりました。その結果、経常利益は7,413百万円（前期比0.5%減）となりました。経常利益
に特別損失22百万円および法人税等合計額1,671百万円を加減算した当期純利益は5,719百万円（前期比487百万円増、9.3%
増）となりました。単体ソルベンシー・マージン比率は、前期末比147.0ポイント増加し、1,928.9%となりました。

〔保険引受の概況〕
　保険引受収益のうち、当年度の正味収入保険料は、前年度に比べて3,261百万円減収し、28,139百万円となりました。一方、
保険引受費用のうち、正味支払保険金は前年度に比べて1,517百万円減少し、14,150百万円となりました。この結果、正味
損害率は前年度と比べて0.8ポイント上昇し、55.3％となりました。また、正味事業費率は、前年度に比べ0.7ポイント低下し、
31.1％となりました。これらに、支払備金戻入額、責任準備金戻入額等を加減した保険引受利益は、前年度に比べて43百万
円減少し、6,719百万円となりました。

〔資産運用の概況〕
　当年度末の総資産は前年度に比べ4,336百万円減少して125,901百万円となり、このうち、有価証券等の運用資産は前年
度末に比べ5,472百万円減少して109,540百万円となっています。
　当年度の利息及び配当金収入は1,514百万円となり、有価証券売却損益等を含めた資産運用収益は1,425百万円と前年度に
比べ182百万円減少しています。また、資産運用費用は677百万円と前年度に比べ166百万円減少しています。

当社が対処すべき課題
　当社は、お客さまとの長期的な信頼関係を築くことを目指しており、引き続きその基盤となる健全かつ適正な業務運営を
確保するとともに、保有契約の減少および減収減益を踏まえた既契約の維持等による収益の確保に向けた取組み、当社ビジ
ネスの状況や外部環境等を踏まえた内部管理体制の最適化や経済価値ベースのソルベンシー規制の導入など、事業基盤の維
持・向上に一層努めてまいります。また、お客さま本位であることを軸に新たな価値を創造し続けることで、お客さまの信
頼に応えてまいります。

事業の経過および成果等
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事業の概況

 （単位：百万円）

項　目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

元受正味保険料（含む収入積立保険料） 45,254 39,115 35,700 32,285 29,043

正味収入保険料 43,934 38,078 34,765 31,400 28,139

正味損害率 45.0% 51.6% 55.2% 54.5% 55.3%

正味事業費率 26.3% 29.9% 31.7% 31.8% 31.1%

保険引受利益（△損失） 11,540 8,586 7,269 6,762 6,719

経常利益（△損失） 12,574 9,790 8,098 7,453 7,413

当期純利益（△損失） 18,182 6,976 5,494 5,232 5,719

単体ソルベンシー・マージン比率 1,654.5% 1,537.5% 1,682.0% 1,781.9% 1,928.9%

総資産額 154,675 139,478 133,239 130,238 125,901

純資産額 35,382 22,847 20,622 21,027 20,312

その他有価証券評価差額 1,071 201 △935 △972 △2,579

代表的な経営指標

■保険料収入の状況

元受正味保険料（含む収入積立保険料） 正味収入保険料
（元受正味保険料＋受再正味保険料－支払再保険料）

290億円 281億円

元受正味保険料（含む収入積立保険料）
元受保険料（お客さまからいただいた保険料）から解約返戻金等の返戻金
を控除したものをいいます。積立型保険については、将来の満期返戻金
に充てられる収入積立保険料を含みます。

正味収入保険料
元受保険料から収入積立保険料を差し引き、受再正味保険料（他の保険会社
から再保険を受けた際に受け取る保険料）を加え、支払再保険料（他の保険
会社に再保険を出した際に支払う保険料）を控除したものをいいます。
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■保険事業に係る主要な比率の状況

正味損害率 正味事業費率

55.3% 31.1%

正味損害率
正味収入保険料に対する正味支払保険金（お客さま等にお支払いした保
険金）と損害調査費（当社の損害調査業務に関連する経費）の割合をいい
ます。

正味事業費率
正味収入保険料に対する諸手数料および集金費（損害保険代理店手数料
等募集に要した費用）と保険引受に係る営業費および一般管理費（当社の
運営費用、システム開発費用等）の割合をいいます。

■損益の状況

保険引受利益（△損失）

67億円

保険引受利益
正味収入保険料等の保険引受収益から、正味支払保険金等の保険引受費
用と保険引受に係る営業費および一般管理費等を差し引いたもので、本
業における損益を示します。

当期純利益（△損失）

57億円

当期純利益
経常損益に、特別損益、法人税および住民税等を加減したものであり、
事業年度に発生したすべての要素を反映した最終損益を示すものです。
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20242023
0

（単位：百万円）
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総資産額

1,259億円

総資産額
当社が保有する現預金、有価証券等のすべての資産の合計額をいいます。

■総資産と支払余力（ソルベンシー・マージン）の状況

単体ソルベンシー・マージン比率

1,928.9%

ソルベンシー・マージン比率
巨大災害の発生や保有する資産の大幅な価格下落等、「通常の予測を超
える危険」に対して、「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の
支払余カ」の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたも
のが「ソルベンシー・マージン比率」です。
同比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断す
るために活用する客観的な指標の一つですが、その数値が200％以上で
あれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。
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お客さま本位の業務運営方針

　AIGジャパングループでは、お客さまの最善の利益を追求し高い価値を提供するため、グローバルなノウ
ハウやネットワークを有する保険会社グループとして、「ACTIVE CARE（アクティブ・ケア）」（1. すべてがシン
プルで、分かりやすい。2．リスク情報を、事前に。3. AIGならではの先進性。）を通じて、「お客さま本位の
業務運営」を推進しています。　
　当社は、「お客さま本位の業務運営」をより一層推進するため、本方針および取組内容を定めるとともに、
定期的に見直し、取組状況を公表します。
（具体的な取組内容や取組状況の詳細につきましては、当社ウェブサイト「お客さま本位の業務運営方針・取組内容」をご確認ください。）

1.お客さまの声を活かした業務運営（金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則（以下「原
則」という。）」2に対応）

　お客さまの声を真摯に受け止め、迅速、的確かつ誠実に対応し、お客さまの安心につながる業務運営と業務品質の改善・
向上に活かします。

2.お客さまにふさわしい商品・サービスの提供（原則6に対応）
　「アクティブ・ケア」に基づく「お客さまの潜在的ニーズの把握」と「一歩先の心遣い」を追求し、グローバルにおける独自の
知見とネットワークを活用しつつ、迅速かつ適切にお客さまの期待とニーズを反映した商品・サービスを提供するよう努め
ます。

3.保険募集における適切な情報提供（原則5・原則6に対応）
　ご自身のニーズや意向に最も適した保険商品をお客さまに選択していただけるよう、「アクティブ・ケア」に基づき、金融
商品・サービスに関する知識や取引経験、保険のご加入目的等一人ひとりの状況を踏まえ、お客さまのご理解・ご判断に必
要な情報を分かりやすく提供します。
　また、ご契約内容や各種変更手続きに関するお問い合わせの際も、お客さまのご要望等に適切にかつ迅速に対応します。

4.迅速かつ適切な保険金支払い（原則2に対応）
　「アクティブ・ケア」に基づき、テクノロジーの駆使と高い専門性を両立することで、効率的かつ適正に保険金を支払います。
その実現のために、グローバルでの経験とネットワークを活用したサービスを提供し、また事故受付から保険金支払いに至
る業務プロセス、組織・人材、保険金支払業務拠点、システムの各領域において迅速かつ適切な保険金支払業務を行う体制
を引き続き整備します。

5.適切な利益相反管理（原則2・原則3に対応）
　お客さまと利益相反が生じる可能性のある取引について適切に把握・管理し、お客さまの利益が不当に害される取引はい
たしません。

6.「お客さま本位の業務運営」の浸透（原則2・原則7に対応）
　お客さまの最善の利益を追求し高い価値を提供するため、本方針の浸透と定着に向けた取組みを推進し、全役職員および
代理店・保険募集人が「お客さま本位の業務運営」に努めます。

※金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位の業務運営方針」との対応関係は当社ウェブサイトをご確認ください。

お客さま本位の業務運営方針

1.お客さまの声を活かした業務品質の改善・向上
●  当社では、お客さまからお寄せいただいた苦情・ご意見・ご要望を 「お客さまの声」と定義し、保険金サービス拠点、コー
ルセンターや代理店等で受けたお客さまの声を「お客さまの声管理システム」に登録して一元管理しています。また、「お

取組状況
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お客さま本位の業務運営方針

客さまの声」の対応体制に関する苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ISO10002」※に準拠することで、「お客さま
の声」に対する管理体制の継続的な改善・向上を図っています。

　※国際標準化機構（ISO）が制定した「苦情対応マネジメントシステム」に関する国際規格です。
●  お客さまの声に基づいた改善取組として、ご契約者さまのご家族の方からお問い合わせをいただくことが多いことを踏ま
え、ご家族の方に向けた情報提供ページを当社ウェブサイトに新設しました。

2.お客さまのニーズに基づく商品・サービスの開発・提供
●  新商品開発の早期段階から定性的・定量的な調査を実施することで、お客さまのニーズを追求した、お客さまにふさわし
い商品・サービスの開発に取り組んでいます。
●  保険金請求漏れのリスクを防止するため、保険金請求のお問い合わせをいただいた際に、複数のご契約があるお客さまが
ご請求漏れをされていないかの確認や、解約のお申し出をいただいた際に過去にご請求漏れがないかを確認しています。

3.お客さまのご意向に沿った分かりやすく適切な情報提供
●  リレーションシップセンターでは、トークスクリプトなどを整備することで適切な「意向把握」、「情報提供」に努めていま
す。また、適切な「意向把握」や「情報提供」が行われているかを検証する専門チームを設け、お客さまとの通話内容を確認
しています。
●  当社ウェブサイトやお客さまへの送付物を、より多くの人に読みやすいとされるユニバーサルフォントや、多様な色覚に
配慮したカラーユニバーサルデザインの観点で制作しています。
●  ご高齢のお客さまや障がいのあるお客さまが容易にウェブサイトの情報にアクセスいただけるよう、マウスを使わない操
作に対応したレイアウトへの変更や、目の不自由な方が使用される音声読み上げソフトへの対応など、ウェブアクセシビ
リティ対応を実施しています。
●  公共インフラである「電話リレーサービス」をご利用いただき、手話通訳または文字通訳にて、ご契約に関するお問い合わ
せをいただけるサービスの導入や、目の不自由なお客さまを対象としたサービスとして「点字書類作成サービス」を導入し
ています。

4.適正かつ品質の高い保険金サービスの提供
●  保険金をお支払いしたお客さまにお送りしているアンケートの結果を部門内で共有し、改善のためのヒントとして活用し
ています。また、不満足の表明をなさったお客さまの声を受領した場合は、その内容を確認・分析し、担当者へフィードバッ
クを行うなどの改善を行っています。
●  保険金のご請求手続きの際の書類の記入方法を分かりやすくご紹介する動画を公開しています。
●  お客さまがより便利にご連絡いただけるよう、電話、FAXおよび郵便のほか、SMS（ショートメッセージサービス）を導入
しています。

5.適切な利益相反管理の取組み
●  利益相反管理部門を定め、利益相反のおそれのある取引の特定および管理体制の整備を図っています。また、社内管理体
制の適切性のモニタリングを実施し、当期間中においても管理状況に問題がないこと、また利益相反が発生していないこ
とを確認しています。

6.お客さま本位の業務運営の定着に向けた取組み
●  社内浸透を図る取組みとして、マネジメントからのメッセージや社内報を通じた情報発信を行っています。
●  全社員を対象にお客さま本位の業務運営に関するディスカッション・セッションを開催するなど、理解・浸透を深める活
動を実施しています。さらに、各部門での浸透施策や勉強会などに関わるベストプラクティスを共有することで浸透活動
の効率化を図っています。
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リレーションシップセンター体制

　当社では、お客さまの声を直接お伺いできる電話応対や事務手続きを担うリレーションシップセンターを重要なお客さま
接点部署として位置付けています。電話窓口では、TSR（Telephone Service Representative）と呼ばれるお客さま対応スタッ
フが、お客さまからのご契約に関する各種お問い合わせやお手続きのご依頼に対して、お客さまの立場に立った的確なアド
バイスと丁寧な対応に取り組んでいます。また、ご契約に関わる事務処理については、専門知識を有するスタッフが担当し、
正確かつ迅速な対応を徹底しています。
　ご契約者さまとの長期的な信頼関係を維持し、お客さまのご契約を確実にお守りするため、日々、サービス品質の向上に
努めています。

ご契約に関わる各種お手続きの受付
　お客さまのご契約に関するお問い合わせや各種お手続きのご依頼をお電話で受付けています。
●お電話でのお手続き受付
　医療保険：0120-861-861
　傷害保険：0120-000-202
　※その他の保険のお問合わせについて等、詳細は以下当社ウェブサイトに掲載しています。
　　（https://www.americanhome.co.jp/home/contact）

ご契約に関わる各種お手続きの事務処理
　お客さまからご提出いただいたご契約に関する各種お手続きの書類は、原則としてお受付した日の翌営業日までに事務処
理を完了するよう努めています。

リレーションシップセンター
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リレーションシップセンター体制 保険金サービス体制

　お客さまのもしものおケガやご病気の際に、ご安心とご満足をいただける保険金サービスを提供することは、保険会社の
もっとも重要な責務のひとつです。当社では「お客さま本位の業務運営」を徹底し、お客さまに誠実な対応で、迅速かつ適切
に保険金をお支払いする体制の整備と強化を継続的に行っています。

24時間365日の保険金請求受付
　お客さまのおケガやご病気に備え、24時間365日体制でご連絡を受付けています。
保険金請求受付センター
●お電話での保険金請求受付
　医療保険：0120-50-8955
　傷害保険：0120-16-8955
　その他の保険に関するお問い合わせは当社ウェブサイトに掲載
　（https://www.americanhome.co.jp/home/contact）
●インターネットでの保険金請求受付
　当社ウェブサイトより受付
　（https://www2.americanhome.co.jp/frameworkservlet/AHClaimServiceServlet.html）

災害時における保険金支払体制
●大規模災害時の保険金請求受付体制
　大規模な災害が発生した後、保険金請求受付センターへのお電話がつながりにくい場合には、本社機能のある東京のほ
か、沖縄、長崎、大阪でも受電できる体制を構築しています。
●大規模災害時の保険金支払体制
　BCP（事業継続計画）を強化するため、お客さまからお送りいただいた保険金請求書類等をすべて電子データ化し、ペー
パーレスの保険金支払いを全商品に展開しています。これにより、大規模災害発生時でも全国の各拠点にて電子化された
保険金請求書類を参照し、保険金支払業務を滞りなく継続することが可能となり、お客さまにご安心いただける環境となっ
ています。

お客さま本位の保険金お支払いサービス
●連絡手段・書類案内方法の多様化
　お客さまに便利にお問い合わせいただけるよう、電話、FAXおよび郵便に加え、SMS（ショートメッセージサービス）を
ご利用いただけます。
　また、ネットプリントサービスを導入しており、一部の保険金請求書類について、当社からの書類発送を待つことなく
お客さまご自身で最寄りのセブン-イレブン店舗のマルチコピー機にて印刷いただけます。
●電話応対品質の向上
　お客さまにご満足いただける質の高い電話応対に向けて、保険金支払担当者を対象に継続的なトレーニングを行ってい
ます。
　例えば、お客さまと保険金支払担当者との通話の音声ログを定期的にモニタリングし、評価および指導を行うことで、
電話応対品質の改善を図っています。
●保険金支払審査会による検証
　すべての商品の保険金請求事案で、保険金支払いを担当する保険金サービス部門が保険金支払事由に該当しないと判断
した事案（一定の事由に基づく場合を除く）については、保険金サービス部門だけではなく、商品部門やコンプライアンス
部門のメンバーで構成される保険金支払審査会を開催し、その判断の妥当性を検証しています。

保険金のお支払い体制
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●保険金支払再審査制度
　保険金支払いに関わる当社の判断についてお客さまにご了承いただけない場合、お客さまのご要請に基づいて、保険金
支払再審査委員会による再審査を行う制度を設けています。保険金支払再審査委員会は、保険金のお支払いを担当する保
険金サービス部門以外の部署が主催し、外部専門家（医師・弁護士等）による客観的な審査を行っています。詳しくは当社
ウェブサイト（https://www.americanhome.co.jp/home/about_ahdirect/operate/re_exam）をご確認ください。

●分かりやすい保険金請求書類の作成
　多くのお客さまのご要望にお応えするため、必要書類の簡素化や簡略化に取り組んでいます。また、お客さまにご記入
いただきたい書類は、項目が一目で分かるように作成し、記入例などのご説明を添えてご案内しています。
　なお、一部の保険金請求書類に関する記入支援動画を公開し、動画で記入方法を確認しながら書類を作成いただける 
ようになっています。詳しくは当社ウェブサイト（https://www2.americanhome.co.jp/v2/customers/claim/document- 
video.html）をご確認ください。
　より多くのお客さまにとって分かりやすい書類となるように、一部の保険金請求書類でカラーユニバーサルデザインの
認定を取得しています。
●査定支援システム導入による保険金支払いの迅速化
　医療保険と傷害保険の一部では、お客さまから当社にお送りいただいた請求書類の記載内容をデータ化し、保険金支払
情報を正確に把握しています。また、医療保険の一部の商品では、データ化した診断書の記載内容と契約情報などを照合し、
お支払いする保険金を自動で算出するシステムを導入しています。このシステムによって、より迅速な保険金のお支払い
が可能となっています。
●お客さま満足度調査の実施
　保険金をお支払いする際にお客さまにアンケートをご案内し、当社の対応に関するお客さま満足度調査を継続的に行っ
ています。ご回答いただいた内容は、お客さま対応におけるサービスの向上や改善に活用しています。特に、不満足の表
明をされた回答を受領した場合は、内容を分析し、保険金支払担当者へフィードバックを行うなどして、改善に役立てて
います。また、お褒めの言葉をいただいたアンケートの中から、毎月特に対応が優れていた保険金支払担当者を選考・表
彰し、担当者のお客さま対応に対する意欲の向上を図っています。
　2024年度のお客さま満足度調査では、92.3％（調査期間：2024年4月～ 2025年3月）のお客さまから「満足」または「や
や満足」の評価をいただきました。今後もお客さまのご意見をもとに、さらなるサービスの向上につなげてまいります。
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お客さまサービス向上の取組み

　当社では、お客さまの声基本方針を定め、お客さまサービスの向上を目指し日々の業務を行っています。
　お客さまサービス向上のためには、お客さまの声をお聴きし、商品･サービスに反映させることが特に重要と考えています。
そのため、お客さまからいただいたご意見等は「お客さまの声管理システム」に登録し、関係社員が迅速、的確かつ誠実に対
応するとともに、ご意見等の集計・分析を通して業務改善に活かしています。
　管理システムに登録されたお客さまの声は、お客さまサービス向上室で毎日チェックを行い、定期的に内容を関連部門へ
提供します。また、部門横断的なメンバーで構成される「お客さま満足（CS）向上会議」を四半期に一度開催し、お客さまの声
対応マネジメントシステム（PDCAサイクル）に基づき、お客さまサービスの向上および継続的な業務改善に努めるとともに、
その内容を経営会議に報告しています。
　さらに、お客さまの声対応マネジメントシステムの維持と継続的な改善が実施されていることを、お客さまとの接点を有
しない部門によって第三者的に点検し、その結果を定期的に経営陣が評価しています。

「お客さまの声」をお聴きする体制

対応指針

●「お客さまの声」に、迅速、適切かつ誠実に対応します。
●「お客さまの声」が、貴重な忠告・助言であることを認識します。
●「お客さまの声」を、お客さまの安心につながる業務運営と業務品質の改善・向上に活かします。

基本行動

●「お客さまの声」に、会社として最優先で取り組みます。
●「お客さまの声」を、感謝の気持ちを持って、真摯に受け止めます。
●「お客さまの声」に対して、定められた手順に則り、公平・公正に対応します。
●不当な要求に対しては、毅然とした対応を行います。
●「お客さまの声」を経営に活かす仕組みを構築します。
●お客さま満足向上に取り組みます。
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1.お客さまの声を把握する取組みの実施
　当社では、お客さまの声を経営に反映させ、お客さまのニーズにマッチした商品やサービスをお届けできるよう取り組ん
でいます。
お客さま満足度調査
　保険金支払業務について「お客さま満足度調査」※を実施しています。調査結果の分析を行い、お客さまの声を保険金支払
業務に反映させることで、適時適切な保険金支払いを実現します。このような取組みを通じ、より一層の信頼と安心をお届
けします。
※ 保険金をお支払いしたすべてのお客さまに対し、当社の保険金支払い対応についてアンケートを実施し、「満足」「やや満足」「普通」「やや不満」
「不満」の5段階で評価いただいています。
お客さまの声の把握
　お客さまサービス向上室、リレーションシップセンター、保険金サービスセンター、代理店等を通じて2024年度に当社
に寄せられたお客さまの声は年間10,696件（2024年4月～2025年3月）でした。これらの声は「お客さまの声管理システム」
へ登録され、お客さまサービス向上室、関係部門・社員間で共有し、迅速かつ的確に対応しています。

お客さま満足向上に向けた取組み

お客さまの声の受付件数（2024年4月～2025年3月） （単位：件）

お申出内容区分 契約・募集行為 契約の管理・保全・集金 保険金関係 その他 総合計

件数 2,322 4,675 3,677 22 10,696

　当社は、お客さまの声の対応体制に関する苦情対応マネジメントシステム※１の国際規格「ISO10002」※2に準拠して、お客
さまの声に対する管理体制の継続的な改善・向上を図っています。

自己適合宣言の目的
　国際規格「ISO10002」に沿ったお客さまの声対応マネジメントシステムを維持し、従来のお客さまの声対応を、これまで
以上にお客さま満足の向上に資する活動とすることを目的としています。
※1　 当社では「苦情」だけではなく、お客さまや代理店、その他一般の消費者の方々等からいただく「ご意見・ご要望」も大切なお客さまの

声として、お客さまの声対応マネジメントシステムの対象と位置づけています。
※2　「ISO10002」について

・ 苦情対応の仕組みを構築し運用するための規格であり、国際標準化機構（ISO）が2004年7月に制定した「苦情対応マネジメントシス
テム」に関する国際規格です。

・ 会社組織全体で苦情を受け止め、関連するすべての部署においてPDCAサイクルに基づいた継続的改善を図っていくものです。 
ISO10002は、この考え方に基づくマネジメントシステムを標準化したものです。
・ ISO10002は、苦情対応のマネジメントシステムの構築や運用について、当事者が自ら評価し適合を宣言することができる規格 
です。

苦情対応マネジメントシステム（ISO10002）規格への自己適合宣言

2.お客さまの声を踏まえた商品・サービスや業務の改善について
　当社では、お客さまの声を商品・サービスおよび日常業務の改善に役立てています。
●保険金請求書類の送付状のデザインを改善（改善時期：2024年11月）
・お客さまの声
　保険金請求書類が分かりづらい。
・改善内容
　保険金請求書類の送付状にカラーユニバーサルデザインを採用しました。また、お客さまが過不足なく書類を手配いた
だけるよう、より読みやすく、分かりやすいレイアウトへ変更しました。
●当社ウェブサイトにご契約者さまのご家族への情報提供ページを新設（改善時期：2024年10月）
・お客さまの声
　家族が契約している保険の補償内容を知りたい。
・改善内容
　当社ウェブサイトにご家族向けページを新設しました。この改善により、ご契約者さまの状況に応じた対応方法をご確
認いただけるようになりました。
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●音声ガイダンスを改善（改善時期：2024年2月～10月）
・お客さまの声
　ご契約のお問い合わせ窓口および保険金請求受付センターの音声ガイダンスが小さくて聞こえづらい。
・改善内容
　音声ガイダンスの音量を上げて聞こえやすく改善しました。

3.ご高齢のお客さまや障がいのあるお客さまへ配慮したサービスの取組み
　当社は、ご高齢のお客さまや障がいのあるお客さまへ配慮したサービスに取り組んでいます。
●ご家族情報登録制度
　「ご家族情報登録制度」にご家族情報を登録いただくことで、ご契約者（ご加入者）以外のご親族からのお問い合わせに対応
が可能です。
●認知症サポーター養成講座の受講
　認知症のお客さまやそのご家族へ配慮したサービスのご提供ができるよう、全役職員向けに「認知症サポーター養成講座」
の受講を推進しています。
●電話リレーサービス・ヨメテル
　公共インフラである「電話リレーサービス」「ヨメテル」を利用し、手話通訳、文字通訳または文字表示にて、ご契約や保険
金請求に関してお問い合わせいただけます。
●点字書類作成サービス
　目の不自由なお客さまでもご契約の内容をご確認いただけるよう、点字の保険証券、加入者証をご提供しております。
●FAXお問い合わせサービス
　お電話によるお問い合わせが困難なお客さまは、ご契約や保険金請求に関してFAXにてお問い合わせいただけます。

1.当社の契約する指定紛争解決機関
　当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと、手続実
施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、同機関に申立てを行うことができます。詳細は
下記ホームページをご覧ください。

中立・公正な立場で問題を解決する損害保険業界関連の紛争解決機関

一般社団法人保険オンブズマン

電話：03-5425-7963　
受付時間：月～金曜日（祝日・休日および12月29日から1月4日を除く）の午前9時～12時、午後1時～5時
ホームページアドレス：https://www.hoken-ombs.or.jp/

「保険オンブズマン」について
　一般社団法人保険オンブズマンは、保険の事業者に関する苦情や保険の事業者と顧客との間のトラブル等を、公正・中立、簡易・
迅速に解決することを目的に設立された裁判外紛争解決手続（ADR – Alternative Dispute Resolution）の専門機関です。裁判によら
ない、公正・中立、簡易・迅速な、トラブルの解決をめざしています。保険オンブズマンは、外資系損害保険会社または保険仲立
人との間に生じたトラブルについて取り扱っています。具体的には、保険オンブズマン関係事業者の商品、サービス、事業活動等
について生じた問題を関係当事者間で解決できない場合に、保険オンブズマンへ苦情および紛争解決の申立てを行うことができま
す。現在、保険オンブズマンと契約を締結している主な事業者は、外資系損害保険会社と保険仲立人です。詳しくは、保険オンブ
ズマンのホームページ（https://www.hoken-ombs.or.jp/）をご確認ください。

2.保険オンブズマン以外の損害保険業界関連の紛争解決機関
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
　自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を図る
ために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構があります。
　同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保
険（自賠責共済）の支払内容について書面により審査し、公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保
険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。詳しくは、同機構のホームペー
ジ（https://www.jibai-adr.or.jp/）をご確認ください。
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8つの補償
ガン一時金支払特約
女性ガン一時金支払特約
女性特定疾病入院療養一時金支払特約
入院療養一時金支払特約
手術保険金支払特約
特定疾病入院療養一時金支払特約
先進医療費用補償特約
異常妊娠・異常分娩一時金支払特約※

※ この特約は女性特定疾病入院療養一時金支払特約を選択した
場合に限り選択可能です。

■ みんなのほすピタる
   （新・医療総合保険）

終身型   定期型

■ 持病がある方も安心　みんなのほすピタる
   （引受基準緩和型医療保険）

終身型   定期型

■ morph（モルフ）
   （医療保険（くみたて型））

定期型

■  ガンになったことがある方も 
入りやすいみんなのほすピタる

   （緩和告知型ガン保険）
終身型   定期型

新規契約の販売対象商品

5つの補償
ガン一時金支払特約
入院療養一時金支払特約
手術保険金支払特約
特定疾病入院療養一時金支払特約
先進医療費用補償特約

■ morph for men
   医療保険（くみたて型）

定期型
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商品紹介

　当社は、お客さまの様々なリスクに対応するために、これまで蓄積してきた医療・傷害保険に関する専門
性を活かした商品・サービスを取り揃えています。なお、以下の記載事項は、主な商品の概要を説明してい
るもので、ご契約に関わるすべての事項を記載したものではありません。

商品ラインナップ

　医療保険は、主にご病気やおケガによって入院や手術をした場合や、所定のご病気と診断された場合に補償を提供してい
ます。

病気・ケガの保険（医療保険）

morphは、ガンや女性特有の病気などにしっかり備え
る女性のための医療保険です。
インターネットからお申込みができ、お客さまのニー
ズやリスクに合わせて８つの補償から自由にお選びい
ただけます。

morph for menは、無駄なく備える大人の男性のための医
療保険です。
お客さまのニーズやリスクに合わせて５つの補償を提供し
ています。

既往症の悪化や再発による入院・手術などを補償する医療
保険です。

既往症やガンの治療歴が原因で従来のガン保険に加入でき
ない方向けのガン保険です。

●総合医療タイプα（アルファ）
基本的な入院・手術の補償と、お客さまが任意でお申込み
された「オプション補償」を提供しています。
●ガンタイプ
ガンの治療による入院・手術などの基本的な補償を備えた
ガン保険です。
●女性疾病タイプ
子宮筋腫や甲状腺の病気などの女性に多い病気とすべての
ガンを補償します。
●ガン一時金タイプ
ガンと診断されたときに、まとまった金額を一括で受け
取っていただける、診断一時金に補償を絞ったシンプルな
ガン保険です。
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■ プレミアガード・プラス
    （地震・噴火・津波危険補償特約
付普通傷害保険・家族傷害保険）

定期型

■ まいにち安心
   （アクティブシニア傷害保険）

定期型

■ これからだ
   （長期補償傷害保険）

定期型

■ ご家族まるごと保険
   （ファミリー交通傷害保険）

定期型

■ ライフスタイル保険
   （生活総合保険）

定期型
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　傷害保険は、国内外を問わず家庭や職場、旅行中などにおける偶然な事故によるおケガに対する補償を提供しています。

ケガの保険（傷害保険）

ケガによる死亡・後遺障害・入院・手術・通院などの補償
を基本とした傷害保険です。また、特約を付帯することに
より、日常生活における損害賠償責任を負担することによ
り被る損害、外出先での携行品の損害などに備えることも
できます。

天災を含む日常生活での様々な事故によるおケガに備える
保険です。

葬祭費用やおケガの治療実費などを補償するシニア世代向
けの商品です。

一生涯続けることができるシニア世代向けの商品です。

ご家族の交通事故などによるおケガに備える保険です。

ご契約者向けサービス

すべてのご契約者向け

■ 安心ダイヤル 24
ご自身の健康・医療相談から介護・育児に関するご相談まで、経験豊富な相談スタッフが24時間・年中無休で受け付けます。
補償対象者ご本人だけでなく、ご家族全員（配偶者・被扶養者）が無料でご利用いただけるサービスです。

すべての医療保険のご契約者向け

■ 専門医による電話相談（予約制）
「主治医以外の医師に話を聞いてみたい。」といったとき、事前予約により各分野の専門医にご相談いただけます。補償対象
者ご本人だけでなく、ご家族全員（配偶者・被扶養者）が無料でご利用いただけるサービスです。

新商品の開発状況（含む料率改定）

2020年 ───────────────────────────────────────────
  3月 ●医療保険（くみたて型）「morph（モルフ）」の発売
12月 ●医療保険（くみたて型）「morph for men」の発売

2021年 ───────────────────────────────────────────
  8月 ●「ライフスタイル保険（生活総合保険）」の発売

2024年 ───────────────────────────────────────────
  7月 ●傷害保険の料率改定
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保険の仕組み

保険制度
　安定した企業経営も平穏な個人生活も、実は様々な危険（リスク）にさらされています。
　損害保険は、“大数の法則”に基づき、多くのご契約者にご負担をいただく保険料から、一定の偶然な事故にあわれた方々
に生じる経済的損害を補償する制度です。「一人は万人のために、万人は一人のために」という相互扶助の精神こそが保険の
原点であり、本質です。当社は個人生活の平穏に貢献する保険商品と、それに関連するサービスを通じて損害保険の普及に
努めてまいります。

損害保険契約の性格
　損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然な事故によって生じることのある損害を補償することを約束し、これに対して
保険契約者がその事故の発生の可能性に応じた保険料を支払うことを約束する契約です。（保険法第2条）
　損害保険契約は、当事者、つまり保険契約者と保険会社双方の合意によって成立する有償・双務、不要式の諾成契約とな
ります。

保険料率
　お支払いいただく保険料の算出根拠となる保険料率は、当社が金融庁から認可を取得した、または金融庁への届出を行っ
たものを適用しています。保険料は、純保険料（保険金のお支払いに充てられる部分）と付加保険料（保険会社の運営に必要
な経費や代理店手数料などに充てられる部分）から成り立っています。

保険の仕組み

契約の手続き
　損害保険の募集は、インターネット、郵送、電話を通じて行っています。

保険契約の手続き

保険商品のご案内（インターネット、郵送、電話）
▼

情報提供および意向の把握・確認
▼

ご契約内容の決定
▼

保険のお申込み
▼

契約諾否に関する通知
▼

保険料のお支払い
▼

保険証券などのご確認

商品のご提案とご説明
　損害保険とは、かたちのない商品です。当社では、保険加入のご判断をお客さまが自ら適切に行えるように、ご契約内容
の重要な点を分かりやすく解説した「重要事項説明書」や「パンフレット」等を用いて商品内容をわかりやすく説明します。お
客さまご自身のご意向を把握・推定したうえで、お客さまがお申込みされる保険商品が、お客さまのご意向に合致したもの
であるかを最終確認していただきます。
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適切な保険金額の設定
　損害保険契約は、事故や災害によって被った損害を補償することを目的としています。万一のときにお役に立つために、
必要な補償額に見合った適切な保険金額（お支払いする保険金の限度額）でご契約する必要があります。同種の補償内容を持
つ複数の保険契約等をお持ちの場合は、両方の保険金額を合計してご勘案ください。

ご契約内容のご確認と保険契約の申し込み
①保険契約の内容をご確認ください
　 お申し込みいただく保険契約の内容は、お客さまのご意向に沿ったものでなければなりません。当社においては、お客さ
まと当社がお互いに契約内容を確認する仕組みを導入しています。これにより、お客さまのご意向に沿った内容であるこ
と、保険料の決定に必要な情報が正しいことを、お客さまと一緒に確認しています。
　 なお、長期契約（保険期間が1年を超える保険契約）にご加入のお客さまに、定期的にご契約の状況をお知らせするとともに、
ご契約内容に変更があった場合などにお客さまからご連絡いただきやすい環境づくりに努めています。
②申込書・申込画面には正確にご記入・ご入力ください
　 申込書にご記入または申込画面にご入力の際は、正しくご記入・ご入力ください。例えば、医療保険などの健康状態告知
を必要とする商品の場合は、現在の健康状態や過去の傷病歴などに関する質問事項について、被保険者（補償の対象者）ご
本人が、ありのままを正確にもれなくご回答いただく必要があります。万一記載・入力いただいた内容が事実と異なって
いる場合は、保険金をお支払いできないことがあります。

保険料のお支払い
　保険料は定められた期日までにお支払いください。保険のお申し込みをいただいても、保険料のお支払いがないと、損害
が生じても保険金のお支払いができませんのでご注意ください。保険の種類により、口座振替やクレジットカードで保険料
をお支払いいただくことができます。保険契約が失効したり解除された場合には、約款の規定に従って保険料をお返ししま
す。なお、保険金をお支払いすべき事故が発生している場合や、保険料を毎月お支払いいただくご契約など、保険料をお返
しできない場合もあります。

保険証券などのご確認
　ご契約の成立後、お客さまのお手元に保険証券および約款をお届けしますので、記載内容をご確認のうえ、大切に保管し
てください。
　（インターネット上で保険契約をお申し込みいただいた場合には、約款は送付されませんので、当社ウェブサイトから閲
覧し、内容をご確認ください。）

ご契約の後にご留意いただきたいこと
①ご契約の内容を変更する必要が生じた場合は直ちにご通知ください
　ご契約の後、申込書に記載または申込画面に入力した内容に変更が生じた場合は、直ちに当社にお知らせください。
　 ご通知いただく内容は保険の種目によって異なりますが、傷害保険の場合では職業・職務を変更されるときやご住所を変
更されるときなどがこれにあたります。ご通知が遅れますと、損害が生じても保険金をお支払いできないことがあります
ので十分ご注意ください。
②保険証券は適宜ご確認ください
　 事故が起きたときすでに保険期間が終了していた、必要な契約内容の変更が行われていなかった、といったことがないよ
うに、保険証券の内容を適宜ご覧いただき、保険期間やご契約内容をご確認いただくことをおすすめします。

クーリングオフ制度について

お申し込みいただいた日または重要事項説明書（クーリングオフに関する説明）の受領日のいずれか遅い日から8日以内
であれば、ご契約のお申し込みの撤回を行うことができます。（一部の商品を除きます。）
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勧誘方針

　当社は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に
関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、
当社の「お客さま本位の業務運営方針」に従い、適正な金
融商品の販売活動に努めます。
１．法令等を遵守し、適切な勧誘を行います。
　● 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、
個人情報の保護に関する法律およびその他の関係法
令等を遵守します。

　● お客さまへの勧誘を適切に行うために必要な社内の
管理体制を整備するとともに、役員および従業員に
対して十分なコンプライアンス教育を行います。

　● お客さまに関する情報は、当社で定めたプライバシー
ポリシーに則り、適切な管理・取扱いを行います。

　● 保険金等の不正取得を防止する観点から、適切な保
険商品販売を行うよう努めます。

２．お客さまのご意向と実情に応じた勧誘に努めます。
　● お客さまのご意向を把握するとともに、お客さまの
保険商品・サービス等に関する知識、経験、財産の
状況および加入目的等を十分に勘案し、お客さまの
ご意向や実情に沿った適切な保険商品・サービス等
をご選択いただくために、保険商品やサービス等の

説明を通じて適切に情報をご提供するよう努めます。
　● 保険商品・サービス等のご説明にあたり、説明内容

等を工夫し、お客さまに商品内容を十分ご理解いた
だけるよう努めます。また、ご高齢のお客さまには、
より丁寧にご説明する等ご理解いただきやすいもの
となるよう努めます。

　● お客さまのご迷惑とならない時間帯・場所・方法に
より、適切に保険商品・サービス等のご案内を行う
よう努めます。

３．お客さまにご満足いただけるサービスの提供に努めます。
　● お客さまからのお問い合わせには、十分な教育を受
けた電話オペレーターやスタッフが迅速、的確、丁
寧に対応するよう努めます。

　● 保険事故が発生した場合は、保険金等のお支払いに
ついて迅速かつ適切に処理するよう努めます。

　● お客さまの様々なご意見等を収集し、その後の保険
商品販売に反映するよう努めます。

　● お客さまニーズに対する理解を深め、リスクを認識
し事前に予防するための『アクティブケア（一歩先の
心遣い）』のコンセプトに基づくサービスの提供に努
めます。

①おケガ、ご病気の連絡・受付（ご契約内容の確認）
保険金請求受付センターへおケガ、ご病気の発生状況な
どをご連絡ください。入院中などの理由でお客さまご本
人からのご連絡が難しい場合は、ご家族や代理の方から
保険金請求受付センターへご相談ください。当社ウェブ
サイトからも受付が可能です。
②必要書類のご案内
お客さまからおケガ、ご病気のご連絡を受けた後、保険
金請求に必要な書類をお送りします。
保険金のお支払いまでの流れや各種サービスの内容、保
険金請求手続き方法などについてご不明点があった場合、
保険金サービスセンターの担当者が丁寧にご説明します。　
③ご請求内容の確認（支払保険金の算出）
お客さまよりご提出いただいた書類等について、必要な
事実確認を行います。
※ 書類の内容によっては、関係機関に確認させていただくことが
あります。

・ ご請求漏れの有無の確認
　保険金のご請求漏れがないかを確認します。
・ 治療途中での保険金請求の対応・受付
　 万一、治療が長引いた場合、治療の途中でも保険金のご請求が
可能です。

④経過報告
お客さまにご安心いただくため、必要に応じて経過をご
報告します。

⑤お支払い内容の確定
適切かつ迅速な保険金支払いを行えるよう、保険商品別
の専門チームがご請求いただいた事案を審査し、お支払
いする保険金の額を決定します。また、保険金支払内容
の妥当性・適切性の検証を専門に行うチームが保険金支
払内容のチェックを行っています。

⑥保険金のお支払い
お支払い手続きの完了後、お客さまに「お支払いのご案内」
を書面でお送りします。

　おケガ、ご病気のご連絡をいただいてから、保険金をお支払いするまでの一般的な流れは以下のとおりです。

保険金お支払いまでの一般的な流れ
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　当社は、監査役会設置会社として取締役会を中心とする経営体制を確立し、経営の重要課題の一つとし
てコーポレートガバナンス体制の整備・強化に努めています。また、当社は親会社であるAIGジャパン・ホー
ルディングス株式会社との間で経営管理契約を締結し、同社から経営に関する助言等を受けています。

業務監督機能と執行機能の分離
　意思決定機関を、経営における最終意思決定および業務監督機能を担う取締役会と、業務執行面の意思決定を担う経営会
議に分離することにより、迅速かつ適正なガバナンス体制を構築しています。
　また、当社は執行役員制度を採用し、経営上の重要事項の決定および監督を担う取締役と業務執行を担う執行役員との役
割分担を明確にしています。

牽制機能
　当社は、内部監査部門・コンプライアンス部門・リスク管理統括部門が業務部門に対して牽制機能を発揮できる体制を構
築しています。これらの部門は、それぞれが独自の役割・視点・手法に基づいて業務の適切性を検証し、取締役会、経営会
議に報告しています。なお、内部監査部門は業務部門に対する独立性が確保されています。
　また、監査役会は、監査役会で決定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会、経営会議、およびその他委員会
等への出席や業務状況の調査を通じて、取締役の職務執行を監査しています。
　なお、会社法・保険業法の定めにより作成すべき計算書類については、会計監査人の監査を受けています。

AIGジャパン・ホールディングス株式会社

株主総会

取締役会

経営会議

コンプライアンス委員会
人事委員会

保険金支払再審査委員会
投融資委員会
商品委員会
システム委員会

選任・解任

監査役会

選任・解任

会計監査人

選任・解任

監査会計監査

内
部
監
査
内
部
監
査
部
門

コーポレートガバナンス体制

（2025年4月1日現在）

ディストリビューション部門

オペレーション部門

保険金サービス部門

システム部門

経理・財務部門

経営管理部門

人事部門

リスク管理統括部門

コンプライアンス部門

法務部門

商品部門

コーポレートガバナンス

　当社は、すべての部門や業務を対象に、リスクベース・アプローチに基づきリスクが高い分野やコントロールが不十分な
可能性のある分野に優先順位をつけたうえで、内部監査を実施し、内部管理体制等の適切性、有効性の検証、課題の指摘お
よび改善に向けた提言を行っています。内部監査を通じて発見した事項と関連するリスク、および改善策や是正措置が記載
された内部監査報告書は、経営目標の達成に向けた有益な情報として活用されています。
　内部監査室は、代表取締役社長兼CEOの直轄組織となっており、監査結果を取締役会、監査役会ならびに親会社の内部監
査部門に直接報告する仕組みを保持し、内部監査室の独立性を確保しています。

内部監査について
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　当社は、会社法および会社法施行規則ならびに当社の保険持株会社であり、アメリカン・インターナショナル・グルー
プ・インク（以下「AIGインク」という。）の日本における地域統括会社であるAIGジャパン・ホールディングス株式会社（以下
「AIGJH」という。）が定める各種方針等に基づき、以下のとおり内部統制基本方針を定め、当社の業務の健全かつ適切な運営
を確保する。

1.業務の適正を確保するための体制
 （1）  当社は、AIGJHおよび当社が定めた各種方針等に基づき、業務運営を行う。また、当社は、AIGJHとの間で締結され

た経営管理契約に従い、AIGJHとその子会社（以下「AIGJHグループ」という。）のグループとしての戦略や方針との整
合を確認する目的で、重要な事項の決定に際してAIGJHの承認を取得し、また、経営管理上必要な事項に係る報告を
AIGJHに対して行うなどの適切な対応を行う。

 （2）  当社は、財務報告の適正性と信頼性を確保するため、経理に関する方針を定め、必要な体制を整備する。
 （3）  当社は、経営の透明性と健全性を確保するため、法令等に定める情報の適切な開示に必要な体制を整備する。
 （4）  当社は、正確かつ強固なITシステムを確保するため、ITガバナンス体制を整備する。
 （5）  当社は、AIGJHグループに属する会社を含むAIGインクのグループ会社との取引の公正性および健全性を確保するた

め、グループ会社間取引管理に関する方針を定め、必要な体制を整備する。

2.取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 （1）  当社は、コンプライアンスに関する方針を定め、取締役、執行役員（以下「取締役等」という。）および使用人は、当該

方針および行動規範等に従い、高い倫理観をもって、コンプライアンスの推進に取り組む。
 （2）  当社は、コンプライアンス推進のため、コンプライアンス部門責任者、コンプライアンス部門およびコンプライアン

スに関する委員会等の組織・体制を整備する。
 （3）  当社は、法令および社内規程等に違反する行為またはそのおそれのある行為への迅速かつ適切な対処を図るため、通

常の報告ルートに加え、当社およびAIGJHのそれぞれが設置する内部通報窓口への通報を可能とする体制を整備する。
 （4）  当社は、内部監査の実効性を確保するため、内部監査に関する方針を定め、被監査部門とは独立した内部監査部門を

設置する。内部監査部門は、AIGJHが組織する内部監査部門と連携し、効率的かつ実効性のある内部監査を実施する
ために必要な体制を整備する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 （1）  当社は、統合的リスク管理体制を確保するために、リスク管理に関する方針を定め、リスク管理に必要な体制を整備

する。さらに、将来にわたって、当社が財務の健全性を確保するために、リスクとソルベンシーの自己評価の体制を
整備する。

 （2）  当社は、内在する各種リスクを把握し、統合的リスク管理を適切に行うため、リスク管理統括部門責任者、リスク管
理統括部門およびリスク管理に関する委員会等の組織・体制を整備する。

 （3）  当社は、事業継続に関する方針を定め、事業継続管理体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 （1）  当社は、AIGJHグループの経営戦略に基づき経営計画を策定するとともに、当計画の進捗状況を確認する。
 （2）  当社は、効率的かつ適正な業務執行が行われることを確保するため、「取締役会規則」、「組織規程」および「業務分掌

規程」その他社内規程を定め、必要な体制を整備する。
 （3）  当社は、取締役会の決議に基づき、経営会議等を設置し、経営上の重要事項や業務執行に関する事項を協議または決

議する。

　当社は、業務運営の有効性・効率性の向上、財務報告の適正性および信頼性の確保、法令等の遵守、
資産の保全を目的として、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制基本方針」
を定め、当社の業務の健全かつ適切な運営の確保に取り組んでいます。

内部統制基本方針

業務の適正を確保するための体制
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業務の適正を確保するための体制

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、情報の保存および管理に関する規程等を定め、取締役会、委員会など重要な会議の議事録をはじめ、取締役の職
務執行に係る重要な文書等を適切に保存し、管理するための体制を整備する。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
 （1）  当社は、監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助するための能力と専門性を有する使用人（以下「監査役補助者」

という。）を配置する。
 （2）  当社は、監査役補助者の取締役等からの独立性を確保するため、監査役補助者の選任・解任、処遇・人事評価および

懲戒処分は、常勤監査役の事前合意を得た上で行う。
 （3）  当社は、監査役補助者の業務遂行に係る不当な制約を行わない等、十分に配慮する。
 （4）  当社は、監査役の事前合意なく監査役補助者に実務部門を兼務させない。また、監査役補助者は、監査役補助者とし

ての職務執行の範囲において、取締役等および使用人の指揮命令系統には属さず、監査役の指揮命令に従う。

7. 監査役への報告に関する体制
 （1）  取締役等は、法令に定める事項、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況のほか、事業・組織

に重大な影響を及ぼす承認事項、内部通報制度における通報状況およびその内容（以下「報告事項等」という。）につい
て監査役に報告する。また、使用人は、報告事項等について監査役に報告することができる。

 （2）  取締役等および使用人は、報告事項等について、AIGJHの監査役に報告することができる。
 （3）  取締役等および使用人は、監査役から報告を求められた場合には速やかに対応する。
 （4）  当社は、監査役に前各号の報告を行ったことを理由として、これらの者に対して不利益な取扱いをしない。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 （1）  取締役会は、監査役の職務執行のために必要な監査環境を整備する。
 （2）  監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議、委員会またはその他の重要な会議に出席し、意見を述べることがで

きる。
 （3）  監査役は、取締役会、経営会議、委員会またはその他の重要な会議の議事録、取締役等および使用人が決裁を行った

書類等を、いつでも閲覧することができる。
 （4）  代表取締役および業務執行取締役は、定期的に監査役との間で監査上の重要課題などについて意見を交換し、また、

監査役が会計監査人と意見交換を行う機会を確保する。
 （5）  取締役等、使用人および内部監査部門は、監査役から求められた場合には、監査役の監査に協力する。
 （6）  監査役の職務の執行について生ずる費用または債務は、当社が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した

場合を除き、当社が負担する。

　当社は、「内部統制基本方針」および親会社であるAIGJHと締結している「経営管理契約」などに基づき、各種基本方針等を
定め、業務の適正を確保するための体制整備を行うとともに、監査役による監査が実効的に行われることを確保するための
体制整備など、当社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための内部統制システムを構築し、運用しています。また、半
期ごとに運用状況を確認し、見直しを行うことで実効性ある内部統制システムを維持しています。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
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お客さま保護

　皆さまの大切な情報の保護と管理体制の強化は、社会的要請であるばかりでなく、当社の業務遂行の健全性と適切性の確
保の観点からも重要であるとの認識から、その強化に努めています。

1.プライバシーポリシー
　当社の顧客情報保護の考え方や方針に関する宣言として「プライバシーポリシー」を公表しています（全文については、P.79
を参照ください）。さらに、「プライバシーポリシー」に定めた内容を実践し、お預かりした大切なお客さまの顧客情報の保
護を図るため、顧客情報の適正な管理および業務への利用等に係る事項を社内規程に定め、顧客情報の適正な取扱いに努め
ています。

2.顧客情報保護の推進体制
　当社では、「個人情報の保護に関する法律」、関連する法令およびガイドラインを遵守するための諸規程を定め、役職員に
その遵守を徹底しています。また、「顧客情報統括管理責任者」はコンプライアンス部門担当執行役員が担い、顧客情報保護
に係わる事項を統括するとともに「コンプライアンス委員会」で管理体制の整備および推進に関する審議・決定を行っていま
す。また、顧客情報保護について特に推進すべき取組みを含めたコンプライアンス・プログラムを定め、その進捗を確認し
ています。

　当社は、お客さまの情報や、お客さまの利益の保護を目的に、以下のとおり体制の強化に努めています。

　当社は、保険業法その他の関連法令を遵守し、当社の保険関連業務に関するお客さまの利益が不当に害されることのない
よう、利益相反のおそれのある取引を管理することに努めています。

 （「利益相反管理方針」の全文についてはP.88に掲載）

「利益相反管理方針」の概要

　本方針に基づく利益相反管理の対象とする取引とは、当社またはAIGグループに属する国内外の金融機関等（グルー
プ内金融機関等）が行う取引に伴い、当社が行う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取
引をいいます。
　利益相反は、①お客さまと当社またはグループ内金融機関等の間、または②お客さまと当社またはグループ内金融機
関等の他のお客さまとの間などで生じる可能性がありますが、個別事情を検討のうえ、利益相反のおそれのある取引に
該当するか否かを特定します。
　また、本方針に「社内規程等の整備」、「利益相反管理の対象となる取引およびその類型」、「管理体制・特定方法・管
理方法」を定め、利益相反のおそれのある取引の管理を的確に実施します。

顧客情報保護に関する体制

利益相反管理に関する体制
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リスク管理

1.リスク管理の基本方針
　当社は、リスク管理の基本方針となる「リスク管理方針」を制定しています。この方針には、当社の戦略および事業目標に関
連して選好するリスクを明記した「リスクアペタイトステートメント」の遵守状況をモニタリング・監督することや、リスクを
所管するリスクオーナー部門によるリスク管理に対してリスク管理統括部門が牽制機能を発揮することでリスク管理の強化を
図るなどの基本スタンスを定めています。こうした取組みにより、事業の健全性を確保しつつ企業価値の拡大を図っています。

2.リスク管理体制
　統合的リスク管理体制として、リスク管理統括部門担当執行役員、およびリスク管理統括部門を設置し、リスクを包括的か
つ一元的に管理しています。リスクカテゴリーごとにリスクオーナー部門を定めるなど、網羅性および自律性の確保に努め、
エマージングリスク※1、コンダクトリスク※2、気候変動リスクの観点ならびにリスクカルチャーの醸成も含めたリスク管理体
制を構築し強化しています。
　内部監査部門は、独立的および客観的な立場からリスク管理方針に係る内部統制環境と有効性を評価する責任を負います。
　また、保険リスク、資産運用リスクなどのリスクカテゴリーを統合したリスク量と自己資本を比較し、自己資本管理規程な
どに定めた基準に照らして資本水準に問題がないかを確認しています。大規模な集積損害の発生や市場環境の大幅な悪化、サ
イバー攻撃などを想定したストレステストを実施し、資本の充実度や流動性に与える影響を検証しています。
※1　 エマージングリスク：ある時点では十分なリスク認識が困難であるものの環境変化などにより将来的に発現または変化する可能性があ

る新たなリスク
※2　 コンダクトリスク：当社の役職員の行動が法規制や社会規範から逸脱して適切に行われないことにより、顧客保護、市場の健全性、有

効な競争などにおいて、社会的な期待に応えられず企業価値が毀損されるリスク

3.リスクカテゴリー別の管理
〈保険リスク管理〉
　保険リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率などが保険料設定時の予測に反して変動することにより損失を被るリスクな
どをいいます。当社では、保険リスクを6つのリスク（保険料、準備金、巨大災害、契約者行動、死亡生存、罹患）に分類したうえで、
バリュー・アット・リスク（VaR）を計測し、自己資本に照らし合わせた評価を行い、資本の十分性を定期的にモニタリングし
ています。また、商品の開発および改廃に係る適切な意思決定、保険引受、再保険なども留意したリスク管理を行っています。
〈資産運用リスク管理〉
　資産運用リスクとは、経済情勢や市場環境の変化によって保有する資産・負債の価値が変動することにより、損失を被るリ
スクをいいます。当社では、資産運用リスクを市場リスク（株価、不動産価格、金利、為替、信用スプレッド）および信用リス
クに分類したうえでバリュー・アット・リスク（VaR）を計測し、自己資本に照らし合わせた評価を行い、資本の十分性を定期
的にモニタリングしています。また、資産運用計画の策定においては、妥当性を確認するとともにアセットアロケーションの
変化によって生じる資本への影響を分析するなどのリスク管理を行っています。
〈オペレーショナルリスク管理〉
　オペレーショナルリスクとは、内部プロセス、人の活動、システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または
外生的事象から生じる損失およびその他の悪影響に係るリスクをいいます。当社では、オペレーショナルリスクを事務リスク、
保険金支払事務リスク、顧客情報漏洩リスク、募集管理リスク、外部委託リスク、人事・労務リスク、テクノロジーリスク、
レピュテーショナル（風評）リスクなどに分類し、それぞれリスクオーナー部門を定めて管理しています。オペレーショナルリ
スクを適切に管理することを通じて、適正かつ効率的なオペレーションを実施し、それぞれの業務品質の向上につなげること
により、お客さまからの信頼を高められるようすべての役職員のリスク認識の向上に努めています。
〈流動性リスク管理〉
　流動性リスクとは、巨大災害の発生にともなう支払保険金の増加などにより資金繰りが悪化し、資金の確保に通常よりも著
しく不利な条件での取引を余儀なくされること、または市場の混乱などにより市場流動性が悪化し、取引が困難もしくは著し
く不適正な条件で取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。平常時のキャッシュフロー見通しの継続的
な確認や大規模災害などを想定したストレステストを実施することを通じて、ストレス下においても保険金などの支払いに必
要な流動性資産が十分に確保されるよう管理しています。

　当社は、事業の健全性と適正性の確保に努め、リスク管理の強化・充実に取り組んでいます。

リスク管理の体制
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4.事業継続管理・危機管理
　当社は、事業の継続を適時、適切に確保するため、「AIGエンタープライズ・レジリエンシー・ポリシー」を採用し、事業
継続計画（BCP）の策定、危機管理体制の構築および事業継続管理（BCM）の実効性を検証する訓練の実施などで構成された
BCMプログラムを展開しています。このBCMプログラムを通じて、危機発生時の事業継続に与える影響を最小化し、重要
業務を継続的に遂行できる体制を整備しています。

統合的リスク管理体制
（2025年7月1日現在）

内

　部

　監

　査

　部

　門

取締役会

リスク管理統括部門

リスク管理統括部門担当執行役員

保険リスク

資産運用リスク

オペレーショナルリスク

流動性リスク

経営会議

各リスクオーナー部門
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　新・医療総合保険等の長期（保険期間1年超）の第三分野保険では、医療技術の進歩や医療政策の見直し等の影響を受けや
すく、契約締結時に想定しえない不確実性が内在しています。
　当社では、この想定しえない不確実性に対して、責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかを確認す
るため、事故発生率に関するストレステストを実施し、必要に応じて負債十分性テストを実施することとしています。

　再保険とは、保険会社が引き受けた保険契約に基づく保険金支払責任（リスク）の一部または全部を他の保険会社に移転す
ることをいいます。保険金支払責任を他社に移転することを出再、他社から引き受けることを受再といいます。
　当社では、日本での事業の特性や引受リスクの規模・種類等を勘案し、準備金や自己資本の規模に見合ったリスク管理の
ため、出再をグループ内外の保険会社・再保険会社との間で行い、事業の安定を図っています。
　さらに、AIGグループ全体としては日本を含む全世界規模でリスクを捉え、自然災害モデルや保険数理的な手法を駆使し、
グループとしての財務力に照らしてリスク保有水準を定めるとともに、リスクの集積や異常災害等に備える適切な出再を行
い、事業の安定強化を図っています。
　出再先については、AIGの専門担当部署による審査や外部格付け機関による保険財務力格付け等を参考にして信頼性の高
い保険会社・再保険会社に限定することで、安定した再保険カバーの確保と信用リスクの回避・軽減に努めています。
　また、地震のように予測することが困難な、広範囲に損害が生じる集積リスクに備えて超過損害額再保険を手配していま
す。これによって、巨大災害などが発生した場合でも、お客さまに保険金を確実にお支払いし、健全に事業継続できる体制
になっています。
　なお、受再については、基本的に抑制的な方針で臨んでいます。

　ストレステストの結果、2024年度において、商品ごとに予め設定した予定事故発生率が十分なリスクをカバーできてい
ることを確認できたため、ストレステストに基づく危険準備金の積み立ては行っていません。また、同様の理由から負債十
分性テストについては実施していません。
　なお、責任準備金が十分な水準であることを法令等に基づき、保険計理人が確認しています。

　ストレステストおよび負債十分性テストの実施にあたっては、法令等に基づき、過去の経験値の変動と照らして合理的で
妥当な方法により、事故発生率等の水準を設定しています。
　なお、ストレステストとは、商品ごとに当初想定した予定事故発生率が十分なリスクをカバーしているかを確認するもの
で、予定事故発生率に基づく将来の保険金に不足が見込まれる場合には所定の額を危険準備金Ⅳ（第三分野保険の保険リス
クに備える危険準備金）として責任準備金に積み立てます。さらに、ストレステストの結果、当初想定した予定事故発生率
では通常の予測の範囲内の保険金支払いができないおそれがある場合には負債十分性テストを実施し、不足が認められる場
合には保険料積立金等として責任準備金に追加して積み立てることになります。

第三分野保険における責任準備金の積立の適切性を確保するための考え方

再保険について

ストレステストの結果

ストレステスト・負債十分性テストにおける事故発生率等の設定水準の合理性および妥当性

第三分野保険における責任準備金の合理性および妥当性

再保険
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コンプライアンス推進体制

取締役会

経営会議

コンプライアンス委員会
（委員長：コンプライアンス・オフィサー）
コンプライアンス部門担当執行役員

コンプライアンス部門
コンプライアンス統括部

（
内
部
通
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）各部署

部署コンプライアンス責任者

法令等遵守

1.コンプライアンス基本方針
　当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つとして位置づけ、社員個々人の責任に基づいて、コンプライアン
ス重視の企業風土を確立するとともに維持・向上し、公正・透明・健全・適切な業務運営を遂行します。
 （「コンプライアンス基本方針」の全文についてはP.89に掲載）

2.コンプライアンスの推進体制
　全社横断的なコンプライアンス体制の整備と確立を図るため、コンプライアンス部門担当執行役員を統括責任者として配
置しています。その傘下にコンプライアンス統括部を設置し、具体的施策の立案・実行と進捗状況のモニタリング、募集チャ
ネルの点検・検査、取締役会ならびに経営会議への定期的な報告等を通じて、皆さまからの信頼にお応えできるようコンプ
ライアンスの推進・定着を図っています。
　また、法令等遵守体制等の整備・確立を目的としたコンプライアンス委員会を設置し、年ごとに策定する「コンプライア
ンス・プログラム」を通じて、保険募集や保険金支払等の業務の適切性の確保に努めています。
　各部署には、「部署コンプライアンス責任者」を配置し、コンプライアンス体制の維持・向上に努めています。

　当社は、コンプライアンスとは、法令遵守に留まらず、お客さまや社会の信頼に応え、企業の社会的責
任を果たしていくことであると考えます。当社は、すべての役員および社員がコンプライアンスの担い手
として、誠実にお客さまや社会との信頼関係を築いていくために、コンプライアンス基本方針に基づく適
正なコンプライアンス体制の構築に取り組んでいます。

3.行動規範
　当社は、業務遂行上の実務指針として「AIG行動規範」を採用し、役職員は同内容を十分に理解のうえ、業務を遂行してい
ます。

4.コンプライアンス・プログラム
　コンプライアンス体制強化のための具体的施策として、「インテグリティある企業文化の構築」「お客さま本位の業務運営
の定着」「業界全体にわたる課題への対応」をスコープとし、実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年ごとに策
定しています。コンプライアンス統括部が取組状況について定期的に確認を行い、コンプライアンス委員会へ報告するとと
もに、全体の進捗および特に重要な項目に関しては、取締役会ならびに経営会議へ報告します。コンプライアンス・プログ
ラムを通じて、Plan（取組施策の策定）、Do（取組施策の実施）、Check（取組状況の評価）、Action（改善）といったPDCAを継
続的に実施することで、コンプライアンス体制の強化を実現します。

コンプライアンスに対する取組み
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8.マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止体制
　マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止は金融機関としての責務であり、リスクの特定・評価・低減の措置を
実施しています。「マネー・ローンダリングの防止に関する要領」を定め、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を適切に
行うとともに、疑わしい取引（疑義を含む）を認知した場合には適切に調査を行い、疑わしい取引について主務官庁へ届出し
ています。また、役職員に対して、指導・研修を実施し、マネー・ローンダリングなどの防止に取り組んでいます。

9.国際的なコンプライアンス（制裁等に対する考え方） 
　当社は、グローバルに事業展開を行うAIGグループの一員として、国際的なコンプライアンス（国際連合の安全保障理事
会をはじめ、欧州連合、英国や米国等による様々な経済制裁、禁止、制限）を遵守する方針をとっています。

10.内部通報ホットラインの設置
　法令違反等の不適切な行為の早期発見や未然防止を目的として、「内部通報に関する規程」を定めています。公益通報者保
護法に対応し、役職員その他会社の業務に関わる者が、通報者として内部通報を行ったことにより不利益・不当な待遇等を
受けることを防止するとともに、通報の対象となった者にも適切に対応しています。

5.コンプライアンス・マニュアル
　役職員のコンプライアンス意識の向上、保険業務に関連する各種法令等の理解促進を目的とした「コンプライアンス・マ
ニュアル」を作成・配布し、コンプライアンス知識の周知徹底に努めています。

6.コンプライアンス教育・研修
　当社では、コンプライアンス教育・研修をコンプライアンス意識の向上と醸成に欠くことのできない重点施策として位置
づけ、研修等を計画的に役職員に対して実施しています。
　さらに、AIGグループのグローバルトレーニングプログラムの導入により、世界基準での知識と実務スキルの向上を図っ
ています。

7.反社会的勢力への対応
　「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を定め、この基本方針に則り、会社全体として反社会的勢力との一
切の関係遮断に取り組んでいます。
 （「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」の全文についてはP.90に掲載）

主たる取組み

●社内規程等の整備
　 反社会的勢力に対して役職員および代理店等の安全を確保しつつ、会社全体として対応することを目的に「反社会的勢力による
被害を防止するための規程」を作成し、具体的な反社会的勢力対応に備えています。

●反社会的勢力データベースの整備
　 反社会的勢力データベースを整備し、取引のスクリーニングを実施することで反社会的勢力の排除に活用しています。
●外部への業務委託時の対応
　 外部業者との間で業務委託契約書などを取り交わす際には、原則、当社における標準「反社会的勢力排除条項」を盛り込むことと
しています。

●社員採用時および代理店委託時の対応
　 社員採用時または代理店委託時には、その候補者が反社会的勢力でないか、また、反社会的勢力と特段の取引または関係がな
いかについて十分に確認をしています。なお、社員の雇用契約書には、反社会的勢力でないことについての表明を求めており、
代理店委託契約書には「反社会的勢力排除条項」を設けています。

●研修活動の実施
　 研修等を通じ、反社会的勢力対応に関する啓発や意識の向上を図っています。
●外部専門機関との連携
　 反社会的勢力への対応に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築
しています。

●反社会的勢力排除条項の保険約款への導入
　 反社会的勢力への対応を強化する目的から、約款へ反社会的勢力排除条項を導入しています。
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販売体制

　当社のダイレクト販売における主な契約締結方法としては、インターネットを利用する方法があります。インターネット
経由による当社ウェブサイト（https://www.americanhome.co.jp/）を利用したお手続きでは、各取扱商品の説明や保険料
の見積りに加え、 契約締結まで完了することができます。 

ダイレクト販売

　当社は、カード会社等の会員組織を持つ企業などと損害保険代理店委託契約を結び、それぞれ
の企業が当社の代理店としてお客さまの様々なリスクに対する備えをサポートする役割を果たし、
保険商品を販売しています。

代理店教育について
　保険会社は、代理店が業務を適正に行えるよう指導することを、保険業法をはじめとする各種法令で求められています。
当社では、新たに商品をご契約いただくお客さまに対して適正な募集を行うこと、またすでにご加入いただいているお客さ
まからのお問い合わせなどに適切に対応できるようすべての登録代理店向けに、募集管理ルールや監督指針法改正などに伴
い対応が必要な事項について定期的に周知しています。
　また、当社が代理申請会社となっている代理店を対象として、健全かつ適切な運営を確保するための体制が整備・維持さ
れていることを点検し、確認しています。また、お客さまの声を基に代理店の募集行為や保全対応などに起因する苦情・意
見を収集・分析し、お客さまとの対応経緯などの確認を行ったうえで、改善すべき点があった場合に当該代理店へのフィー
ドバックや是正依頼を実施しています。

代理店による販売

156

● 直近の代理店数  
（店 /2025年 3月末時点）
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1. 金額は、記載単位未満を切り捨てて表示しています。
2. 比率（構成比、利回り等）は記載単位未満を四捨五入して表示しています。
3. 金額・比率の「－」は該当がないことを、「0」は数値が記載単位未満であることを表しています。
4. 数字頭部の△は、数値がマイナスであることを表しています。
5. 「2024年度」は2024年4月1日から2025年3月31日までの期間を、「2024年度末」は2025年3月31日の
時点を各々表しています。

6. 「元受正味保険料」は特に異なる注釈がない限り、「収入積立保険料」を除いて表示しています。
 「収入積立保険料」は、積立保険の収入保険料から補償部分の保険料、積立解約返戻金等を控除したもの
です。
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 （単位：百万円）
項　目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

元受正味保険料（含む収入積立保険料）
（対前期増減（△）率）

45,254
（△8.8％）

39,115
（△13.6%）

35,700
（△8.7%）

32,285
（△9.6%）

29,043
（△10.0%）

正味収入保険料
（対前期増減（△）率）

43,934
（△9.8％）

38,078
（△13.3%）

34,765
（△8.7%）

31,400
（△9.7%）

28,139
（△10.4%）

経常収益
（対前期増減（△）率）

46,305
（△11.0％）

41,049
（△11.4%）

38,693
（△5.7%）

35,513
（△8.2%）

32,506
（△8.5%）

保険引受損益
（対前期増減（△）率）

11,540
（△2.3％）

8,586
（△25.6%）

7,269
（△15.3%）

6,762
（△7.0%）

6,719
（△0.6%）

経常利益又は経常損失（△）
（対前期増減（△）率）

12,574
（△3.0％）

9,790
（△22.1%）

8,098
（△17.3%）

7,453
（△8.0%）

7,413
（△0.5%）

当期純利益又は当期純損失 （△）
（対前期増減（△）率）

18,182
（108.0％）

6,976
（△61.6%）

5,494
（△21.2%）

5,232
（△4.8%）

5,719
（9.3%）

正味損害率 45.0％ 51.6% 55.2% 54.5% 55.3%
正味事業費率 26.3％ 29.9% 31.7% 31.8% 31.1%
資本金の額
（発行済株式総数）

7,862
（237,000株）

7,862
（237,000株）

7,862
（237,000株）

7,862
（237,000株）

7,862
（237,000株）

純資産額 35,382 22,847 20,622 21,027 20,312
総資産額 154,675 139,478 133,239 130,238 125,901
積立勘定として経理された資産額 － － － － －
責任準備金残高 101,059 100,179 98,783 97,099 95,292
貸付金残高 － － － － －
有価証券残高 126,350 110,671 109,648 101,338 103,060
単体ソルベンシー・マージン比率 1,654.5％ 1,537.5% 1,682.0% 1,781.9% 1,928.9%
配当性向 55.0％ 226.2% 87.4% 101.3% 78.7%
従業員数（名） 506名 497名 463名 403名 364名
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１．主要な経営指標等の推移

Ⅰ.事業の概況



2. 保険事業の状況
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（1）正味収入保険料の額及び元受正味保険料の額
①正味収入保険料 （単位：百万円）

種　目 2023年度 2024年度
金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

火災 △0 △0.0 △0 △0.0
海上 － － － －
傷害 30,653 97.6 27,544 97.9
自動車 26 0.1 1 0.0
自動車損害賠償責任 652 2.1 530 1.9
その他 67 0.2 62 0.2
（うち賠償責任） （77） （0.2） （62） （0.2）
合　計 31,400 100.0 28,139 100.0 

（注）正味収入保険料＝元受正味保険料＋受再正味保険料－支払再保険料

②元受正味保険料（含む収入積立保険料） （単位：百万円）

種　目 2023年度 2024年度
金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

火災 △0 △0.0 △0 △0.0
海上 － － － －
傷害 32,054 99.3 28,792 99.1
自動車 0 0.0 － －
自動車損害賠償責任 － － － －
その他 231 0.7 251 0.9
（うち賠償責任） （241） （0.7） （251） （0.9）
合　計 32,285 100.0 29,043 100.0 

（注）元受正味保険料（含む収入積立保険料）＝元受保険料－（元受解約返戻金＋元受その他返戻金）

（2）受再正味保険料の額及び支払再保険料の額
①受再正味保険料 （単位：百万円）

種　目 2023年度 2024年度
火災 0 0
海上 － －
傷害 － －
自動車 － －
自動車損害賠償責任 652 530
その他 － －
（うち賠償責任） （－） （－）
合　計 652 530

（注）受再正味保険料＝受再契約に係る収入保険料－（受再解約返戻金＋受再その他返戻金）

②支払再保険料 （単位：百万円）
種　目 2023年度 2024年度

火災 △0 △0
海上 － －
傷害 1,388 1,236
自動車 △26 △1
自動車損害賠償責任 － －
その他 163 188
（うち賠償責任） （163） （188）
合　計 1,525 1,423

（注）支払再保険料＝出再契約に係る支払保険料－（再保険返戻金＋その他再保険収入）
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（3）解約返戻金の額及び保険引受利益の額
①解約返戻金 （単位：百万円）

種　目 2023年度 2024年度
火災 － －
海上 － －
傷害 448 384
自動車 － －
自動車損害賠償責任 23 19
その他 0 0
（うち賠償責任） （0） （0）
合　計 472 404

（注）解約返戻金＝元受解約返戻金＋受再解約返戻金＋積立解約返戻金

②保険引受利益 （単位：百万円）
種　目 2023年度 2024年度

火災 0 0
海上 － －
傷害 6,724 6,714
自動車 15 △13
自動車損害賠償責任 － －
その他 22 17
（うち賠償責任） （32） （17）
合　計 6,762 6,719

（注）保険引受利益＝保険引受収益－保険引受費用－保険引受に係る営業費及び一般管理費±その他収支

（4）正味支払保険金の額及び元受正味保険金の額
①正味支払保険金 （単位：百万円）

種　目 2023年度 2024年度
火災 0 0
海上 － －
傷害 14,677 13,238
自動車 32 22
自動車損害賠償責任 950 885
その他 8 4
（うち賠償責任） （8） （4）
合　計 15,668 14,150

（注）正味支払保険金＝支払保険金（元受正味保険金＋受再正味保険金）－回収再保険金

②元受正味保険金 （単位：百万円）
種　目 2023年度 2024年度

火災 0 0
海上 － －
傷害 15,530 13,860
自動車 218 150
自動車損害賠償責任 － －
その他 79 42
（うち賠償責任） （79） （42）
合　計 15,828 14,053

（注）元受正味保険金＝元受保険金－元受保険金戻入
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（5）受再正味保険金の額及び回収再保険金の額
①受再正味保険金 （単位：百万円）

種　目 2023年度 2024年度
火災 － －
海上 － －
傷害 － －
自動車 0 0
自動車損害賠償責任 950 885
その他 － －
（うち賠償責任） （－） （－）
合　計 950 885

（注）受再正味保険金＝受再契約に係る支払保険金－受再保険金戻入

②回収再保険金 （単位：百万円）
種　目 2023年度 2024年度

火災 － －
海上 － －
傷害 853 621
自動車 185 128
自動車損害賠償責任 － －
その他 71 38
（うち賠償責任） （71） （38）
合　計 1,110 787

（注）回収再保険金＝出再契約に係る回収保険金－再保険金割戻



（1）契約者配当金の額
積立保険（貯蓄型保険）では、保険期間が終了し満期を迎えられたご契約者に対して、満期返戻金をお支払いするとともに、
保険期間中の運用利回りが予定の利回りを上回った場合には、毎月の満期契約ごとに契約者配当金を計算してお支払いして
います。（運用利回りが予定の利回りを下回った場合には0円となります。）
したがって、契約者配当金は毎月変動しますが、2024年1月及び2025年1月に満期を迎えられたご契約に対してお支払いし
た契約者配当金は以下のとおりです。

● 2024年1月1日から同月31日まで及び2025年1月1日から同月31日までに満期を迎えられた積立保険契約の契約者配当金
の例（満期返戻金10万円の場合）

保険期間
満期月 5年

2024年1月 該当契約はありません
2025年1月 該当契約はありません

（注） 保険期間5年は積立家族傷害保険を例示しています。

（2）正味損害率、正味事業費率及びその合算率 （単位：％）

種　目
2023年度 2024年度

正味損害率 正味事業費率 合算率 正味損害率 正味事業費率 合算率
火災 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
海上 － － － － － －
傷害 52.5 32.5 85.0 53.1 31.7 84.8
自動車 197.1 0.0 197.1 2,413.7 0.0 2,413.7
自動車損害賠償責任 145.7 0.1 145.8 166.9 0.1 167.0
その他 22.5 50.0 72.5 13.5 53.8 67.3
（うち賠償責任） （19.6） （43.6） （63.2） （13.5） （53.8） （67.3）
合　計 54.5 31.8 86.3 55.3 31.1 86.4 

（注） 1. 正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
 2. 正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
 3. 合算率＝正味損害率＋正味事業費率

（3）出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率 （単位：％）

種　目
2023年度 2024年度

発生損害率 事業費率 合算率 発生損害率 事業費率 合算率
火災 48.7 0.0 48.7 61.7 0.0 61.7
海上 － － － － － －
傷害 46.8 30.2 77.0 44.8 29.3 74.1 
（医療） （39.1） （41.5）
（その他） （55.9） （49.0）
自動車 △346,854.4 － △346,854.4 － － －
その他 22.1 43.0 65.1 23.3 44.9 68.2
（うち賠償責任） （21.2） （41.4） （62.6） （23.3） （44.9） （68.2）
合　計 46.5 30.3 76.8 44.6 29.4 74.0

（注） 1. 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
 2. 発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料
 3. 事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料
 4. 合算率＝発生損害率＋事業費率
 5. 出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
 6. 出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額
 7.  傷害保険のうち「医療」には、引受基準緩和型医療保険等に係る損害率を表示しています。 

特約として傷害保険に付帯されている医療給付については、「その他」に含めています。

3. 保険引受の状況
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（4）国内契約・海外契約別の収入保険料の割合 （単位：％）

区　　分 2023年度 2024年度
国内契約 100.0 100.0 
海外契約 － －

（注）上表は、収入保険料（元受正味保険料と受再正味保険料の合計）について国内契約及び海外契約の割合を記載しています。

（5）出再先再保険者の数と出再保険料の上位5社の割合
出再先再保険者の数 出再保険料のうち上位5社の

出再先に集中している割合（％）
2023年度 5 （1） 100.0 （100.0）
2024年度 5 （1） 100.0 （100.0）

（注） 1. 再保険者の数は、再保険料ベースで1,000万円以上出再している再保険者（プール出再を含む）を対象にしています。
 2.上記の再保険者に対する再保険料は、2023年度では100.0%、2024年度では100.0%となっています。 
 3.（ 　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。

（6）出再保険料の格付ごとの割合 （単位：％）

格付区分 A以上 Baa以上 その他
（格付なし・不明・Ba以下） 合　計

2023年度 96.0 （－） －（－） 4.0 （100.0） 100.0 （100.0）
2024年度 96.1 （－） －（－） 3.9 （100.0） 100.0 （100.0）

（注） 1. 再保険料ベースで1,000万円以上出再している再保険者を対象としています。ただし、再保険プールを含んでいません。
 2. 格付区分は以下の方法により区分しています。
 　 ①スタンダード＆プアーズ社の格付を使用し、同社の格付がない場合は、A.M.Best社の格付を使用しています。
 　 ② これら２社の格付けがない場合はムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センター、日本格付研究所の格付けを使用しています。

ムーディーズ社、フィッチ社、格付投資情報センター及び日本格付研究所の格付を使用する場合、Ａ以上は「Ａ以上」、BBB以上は「Baa
以上」、BBB未満は「その他（格付なし・不明・Ba以下）」に区分しています。

 3. （ 　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。

（7）未収再保険金の額 （単位：百万円）

2023年度 2024年度
1 年度開始時の未収再保険金 215（7） 220（5）
2 当該年度に回収できる事由が発生した額 1,110（20） 787（22）
3 当該年度回収等 1,105（22） 815（23）
4 1＋2－3＝年度末の未収再保険金 220（5） 192（5）

（注） 1. 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いています。
 2. （ 　）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。
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（1）資産運用の概況 （単位：百万円）

区　分 2023年度末 2024年度末
金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

預貯金 13,572 10.4 6,361 5.1 
コールローン － － － －
買現先債券 － － － －
債券貸借取引支払保証金 － － － －
買入金銭債権 － － － －
商品有価証券 － － － －
金銭の信託 － － － －
有価証券 101,338 77.8 103,060 82.2 
貸付金 － － － －
土地・建物 102 0.1 118 0.1 
運用資産計 115,013 88.3 109,540 87.4 
総資産 130,238 100.0 125,353 100.0 

（2）利息配当収入の額及び運用利回り （単位：百万円）

区　分 2023年度 2024年度
金額 利回り（％） 金額 利回り（％）

預貯金 0 0.00 1 0.01 
コールローン － － － －
買現先債券 － － － －
債券貸借取引支払保証金 － － － －
買入金銭債権 － － － －
商品有価証券 － － － －
金銭の信託 － － － －
有価証券 1,700 1.59 1,513 1.46 
貸付金 － － － －
土地・建物 － － － －
小　計 1,701 1.47 1,514 1.35 
その他 － －
合　計 1,701 1,514

（3）海外投融資残高及び構成比・利回り （単位：百万円）

区　分
2023年度末 2024年度末

金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

外
貨
建

外国公社債  14,218 48.2  13,172 50.2
外国株式  － －  － －
その他  － －  － －
計  14,218 48.2  13,172 50.2

円
貨
建

非居住者貸付  － －  － －
外国公社債  15,296 51.8  13,081 49.8
その他  － －  － －
計  15,296 51.8  13,081 49.8

合　計  29,514 100.0  26,254 100.0
海外投融資利回り 0.92% 1.27%

（注）海外投融資利回りは、運用資産利回り（実現利回り）を表示しており、預貯金は含んでいません。

4. 資産運用の状況
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（1）単体ソルベンシー・マージン比率等の状況
 （単位：百万円）

項　目 2023年度末 2024年度末
（A）単体ソルベンシー・マージン総額 55,799 56,805

資本金又は基金等 16,429 17,649
価格変動準備金 31 32
危険準備金 8 14
異常危険準備金 40,031 40,945
一般貸倒引当金 － －
その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益（税効果控除前） △ 972 △ 2,579
土地の含み損益 － －
税効果相当額 271 742
払戻積立金超過額 － －
負債性資本調達手段等 － －
払戻積立金超過額および負債性資本調達手段等のうち、
マージンに算入されない額 － －

控除項目 － －
その他 － －

（B）単体リスクの合計額
（R1+R2）2+（R3+R4）2+R5+R6 6,262 5,889
一般保険リスク（R1） 5,021 4,577
第三分野保険の保険リスク（R2） － －
予定利率リスク（R3） 76 72
資産運用リスク（R4） 2,408 2,471
経営管理リスク（R5） 160 152
巨大災害リスク（R6） 500 500

（C）単体ソルベンシー・マージン比率
［（A）/｛（B）×1/2｝］×100 1,781.9% 1,928.9%

（注）  「単体ソルベンシー・マージン比率」とは、保険業法施行規則第86条（単体ソルベンシー・マージン）及び第87条（単体リスク）並びに平成
8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出された比率です。

√

5. 保険金等の支払能力の充実の状況（単体ソルベンシー・マージン比率）
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（2）単体ソルベンシー・マージン比率とは
1.  損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立型保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災
害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場合でも、十分な支払能力を
保持しておく必要があります。

2.  こうした「通常の予測を超える危険」を示す｢単体リスクの合計額｣（上表の（Ｂ））に対する「損害保険会社が保有している資本金・準備
金等の支払余力」（すなわち単体ソルベンシー ･マージン総額：上表の（Ａ））の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算され
たものが、「単体ソルベンシー・マージン比率」（上表の（Ｃ））です。

3.  「通常の予測を超える危険」とは、引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって、次に示
す各種の危険の総額をいいます。

 ①保険引受上の危険（一般保険リスク）（第三分野保険の保険リスク）
 　保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険 （巨大災害に係る危険を除く）
 ②予定利率上の危険（予定利率リスク）
 　積立型保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることにより発生し得る危険
 ③資産運用上の危険（資産運用リスク）
 　保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険等
 ④経営管理上の危険（経営管理リスク）
 　業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③、及び⑤以外のもの
 ⑤巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）
 　通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険
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4.  「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（単体ソルベンシー・マージン総額）とは、下記の項目の総額です。
 ①資本金又は基金等
 　資本金に相当する金額及び剰余金として貸借対照表に計上している金額
 ②価格変動準備金
 　保有する株式等の価格変動による損失の補てんに備えて、保険業法に基づき積み立てた金額
 ③危険準備金
 　 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて、保険業法に基づき責任準備金として

積み立てた金額
 ④異常危険準備金
 　異常災害による損害のてん補に充てるため、保険業法に基づき、責任準備金として積み立てた金額
 ⑤一般貸倒引当金
 　代理店貸、再保険貸等の債権の貸倒損失に備えて引き当てた金額のうち、債務者が特定されないもの
 ⑥その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益
 　 保有するその他有価証券（保有目的が売買目的あるいは満期保有目的以外の有価証券）の時価評価により生じた評価差額及びそれ

に対応する繰延ヘッジ損益（ただし、合計額が評価益の場合は90%を算入）
 ⑦土地の含み損益
 　 土地及び無形固定資産に含まれる借地権等の時価とみなし帳簿価額（貸借対照表計上額から土地再評価差額金及び再評価に係る繰

延税金負債の合計額を減じた金額）との差額に85%を乗じた金額（ただし、含み損益がマイナスの場合は100%を算入）
 ⑧税効果相当額
 　上記の剰余金を基礎に、リスク発生時の課税所得の圧縮による税負担の軽減効果（税効果相当額）として算出した金額

5.  ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する客観的な指標のひ
とつですが、その数値が200％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。

6. 特別勘定に関する指標等
（1）特別勘定資産残高
該当はありません。

（2）特別勘定資産
該当はありません。

（3）特別勘定の運用収支
該当はありません。
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Ⅱ.経理の状況

（1）貸借対照表 （単位：百万円）

科　目 2023年度末
（2024年3月31日現在）

2024年度末
（2025年3月31日現在）

（資産の部）
現金及び預貯金 13,572 6,361

預貯金 13,572 6,361

有価証券 101,338 103,060

国債 5,769 9,030

地方債 640 621

社債 63,719 65,235

株式 23 23

外国証券 29,514 26,254

その他の証券 1,669 1,894

有形固定資産 105 120

建物 102 118

その他の有形固定資産 3 1

無形固定資産 534 470

ソフトウェア 524 426

その他の無形固定資産 9 44

その他資産 2,831 2,714

未収保険料 818 739

代理店貸 12 11

共同保険貸 3 2

再保険貸 6 6

外国再保険貸 213 185

代理業務貸 0 0

未収金 819 732

未収収益 295 277

預託金 309 344

仮払金 151 126

金融派生商品 153 245

その他の資産 46 40

前払年金費用 884 1,181

繰延税金資産 10,972 11,992

貸倒引当金 △0 －
資産の部合計 130,238 125,901

科　目 2023年度末
（2024年3月31日現在）

2024年度末
（2025年3月31日現在）

（負債の部）
保険契約準備金 104,075 101,268

支払備金 6,976 5,975

責任準備金 97,099 95,292

その他負債 4,882 4,108

共同保険借 3 2

再保険借 25 23

外国再保険借 460 393

未払法人税等 1,243 1,070

預り金 206 205

未払金 1,544 1,578

仮受金 607 569

金融派生商品 594 82

資産除去債務 196 182

役員退職慰労引当金 53 57

賞与引当金 167 122

特別法上の準備金 31 32

価格変動準備金 31 32

負債の部合計 109,210 105,589

（純資産の部）
資本金 7,862 7,862

利益剰余金 13,866 14,286

利益準備金 7,862 7,862

その他利益剰余金 6,004 6,423

繰越利益剰余金 6,004 6,423

株主資本合計 21,729 22,149

その他有価証券評価差額金 △702 △1,836

評価・換算差額等合計 △702 △1,836

純資産の部合計 21,027 20,312

負債及び純資産の部合計 130,238 125,901



（貸借対照表の注記）
１. 有価証券の評価基準及び評価方法は次のとおりであります。
 （1）満期保有目的の債券の評価は、移動平均法による償却原価法（定額法）により行っております。
 （2） その他有価証券（市場価格のない株式等を除く）の評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法により行っております。なお、

評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価の算定は移動平均法に基づいております。
 （3）その他有価証券のうち市場価格のない株式等の評価は、移動平均法に基づく原価法により行っております。
２. デリバティブ取引の評価は時価法により行っております。
３. 有形固定資産の減価償却は定額法により行っております。
４. 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。
５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っております。
６. 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しております。
  破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権及び実
質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認め
られる額等を控除し、その残額を引き当てております。

  今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証に
よる回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を引き当てて
おります。

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を引き当てておりま
す。

  また、全ての債権は資産の自己査定基準に基づき、各資産所管部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した部署が査定結果を
検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

７.  退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。

  退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっており
ます。

  過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数（10年）による定額法により費用処理しており、数理計算上の
差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数（10年）による定額法により翌期から費用処理しております。

８. 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
９. 賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、当事業年度末における支給見込額を基準に計上しております。
10. 価格変動準備金は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第115条の規定に基づき計上しております。
11.  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっており
ます。なお、資産にかかる控除対象外消費税は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っております。

12. 保険料、支払備金及び責任準備金等の保険契約に関する会計処理については、保険業法等の法令等の定めによっております。
13. 重要な会計上の見積り
 （1）支払備金の評価
  ①当事業年度の計算書類に計上した金額 5,975百万円
  ②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
  　A.算出方法

普通支払備金に関しては、支払義務が発生した保険契約に関して、期末日時点で利用可能な情報に基づき、損害査定等の
方法により将来の支払額を見積り計上しております。
IBNR備金に関しては、支払事由が発生したと認められるが、未報告の保険契約について、その最終損害額を主に統計的見
積法により算出し、将来の支払額を見積り計上しております。

  　B.主要な仮定
普通支払備金は、保険契約の補償内容と損害査定の結果をもとに将来の支払額を見積り計上しております。損害査定にお
いては、過去の支払実績の傾向や、法改正や過去の裁判例、経済環境及び社会情勢の変化に伴う医療費用、人件費の変化
等が影響を及ぼす可能性も考慮しております。
IBNR備金は、予想損害率、保険金等進展率等の主要な仮定を使用して、将来の支払額を見積り計上しております。

  　C.翌事業年度の計算書類に与える影響
各事象の将来における状況変化等により保険金等の支払額や支払備金の計上額が、当初の見積額から変動する可能性があ
ります。
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 （2）繰延税金資産の回収可能性
  ①当事業年度の計算書類に計上した金額 11,992百万円
  ②会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
  　A.算出方法

将来の収益力に基づく課税所得を合理的に見積った上で、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲で繰延税金資産
を計上しております。

  　B.主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、当社及びその他の通算会社の経営者の承認を受けた将来の事業計画に一定のストレスをかけ
て算出しており、そこでの主要な仮定は、保険料の成長の見込み及び保険金等の発生の見込みです。

  　C.翌事業年度の計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、将来、当社及びその他の通算会社を取り巻く環
境に予見しえない大きな変更があった場合等、保険料の成長見込み及び保険金等の発生見込みが変動することにより、課
税所得の見積額が変動した場合は、繰延税金資産の計上額が変動する可能性があります。

14.  外貨建債券に係る為替変動リスクをヘッジする目的で実施する為替予約取引について時価ヘッジを適用しております。なお、ヘッ
ジの有効性については、原則としてヘッジ開始時点から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段
の相場変動を比較し、両者の変動額を基礎にして判断しております。ただし、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一
であり、ヘッジに高い有効性があることが明らかな場合には、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

15. 有形固定資産の減価償却累計額は542百万円であります。
16. 関係会社に対する金銭債権総額は232百万円、金銭債務総額は481百万円であります。
17. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は次のとおりであります。
 繰延税金資産   
 　責任準備金 12,258百万円
 　その他有価証券評価差額金 757百万円
 　支払備金 161百万円
 　その他 204百万円
 繰延税金資産小計 13,382百万円
 　評価性引当額 △1,010百万円
 繰延税金資産合計 12,372百万円
   
 繰延税金負債 
 　前払年金費用 △339百万円
 　その他有価証券評価差額金 △15百万円
 　その他 △25百万円
 繰延税金負債合計 △380百万円
 繰延税金資産純額 11,992百万円
  なお、当社は、グループ通算制度を適用しております。また、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従っております。

 （追加情報）
  「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が令和7年3月31日に国会で成立し、令和8年4月1日以後に開始する事業
年度から法人税率の引き上げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定
実効税率は従来の27.86％から、令和8年4月1日に以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については28.79％とな
ります。この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）は414百万円、責任準備金は19百万円増加し、法人税
等調整額は390百万円減少し、当期純利益は371百万円増加しております。

18. 当事業年度末における支払備金及び責任準備金の内訳は次のとおりであります｡
 （支払備金）
 支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） 6,426百万円
 同上にかかる出再支払備金 755百万円
 差引 （イ） 5,671百万円
 地震保険及び自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金 （ロ） 303百万円
 計 （イ＋ロ） 5,975百万円
 （責任準備金）
 普通責任準備金（出再責任準備金控除前） 48,065百万円
 同上にかかる出再責任準備金 418百万円
 差引 （イ） 47,647百万円
 その他の責任準備金 （ロ） 47,645百万円
 計 （イ＋ロ） 95,292百万円
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19. 金融商品に関する事項は次のとおりであります。
 （1）金融商品の状況に関する事項
  ①金融商品に対する取組方針
  　 当社は、保険業法に基づく損害保険事業を行っております。金融資産については、安定的な投資収益の確保のため、公社債・

外国公社債の投資資産を保有しております。
  ②金融商品の内容及びそのリスク
  　 当社が保有する金融資産は主として有価証券、現金及び預貯金であります。保有する有価証券は主に国債、地方債、社債、

外国証券であり、金利変動リスク及び信用リスクに晒されております。
  ③金融商品に係るリスク管理体制
  　A.信用リスクの管理

当社は、有価証券の信用リスクについては、「信用リスク管理規程」に従い、業務執行部門である経理・財務部資産運用室
が管理を行い、リスク管理統括室の確認を経たうえで、定期的および必要に応じて社内の投融資委員会と経営会議に報告
しております。

  　B.市場リスクの管理
当社は、取締役会において決定された「リスク管理方針」に基づき、市場リスクの管理方法や手続等の詳細を明記した「市場
リスクおよび金利リスク管理規程」を定め、リスク許容量を設定しております。リスク管理統括室は市場リスクの計測およ
びモニタリングを行い、定期的に社内の投融資委員会と経営会議に報告しております。

  　C.資金調達に係る流動性リスクの管理
当社は、「流動性リスク管理規程」に従い、経理・財務部資金課が資金繰り計画の作成・更新を行い、定期的に社内の投融
資委員会と経営会議に報告しております。

 （2）金融商品の時価等に関する事項
   当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない

株式等は、次表に含まれておりません。（（注）を参照ください。） また、現金は注記を省略しており、預貯金は短期間で決済され
るため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

  

（単位：百万円）
　 貸借対照表計上額 時価 差額

①有価証券 　
ⅰ）満期保有目的の債券 13,261 13,229 △31
ⅱ） その他有価証券 89,775 89,775 －

有価証券計 103,036 103,004 △31
②デリバティブ取引（＊） 　
ⅰ）ヘッジ会計が適用されていないもの △24 △24 －
ⅱ）ヘッジ会計が適用されているもの 187 187 －

デリバティブ取引計 163 163 －
（＊） デリバティブ取引について、資産項目と負債項目を合算して表示しており、また、デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務

は純額で表示しております。
  （注）市場価格のない株式等（＊1）は、次のとおりであり、「①ⅱ） その他有価証券」には含めておりません。

（単位：百万円）
区　分 貸借対照表計上額

非上場株式 23
（＊1） 市場価格のない株式等には非上場株式が含まれ、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第５項に

従い、時価開示の対象としておりません。
 （3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
  金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
  　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
  　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
  　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
   時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう

ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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  ①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

  

（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券
　その他有価証券
　　国債 － 3,267 － 3,267
　　地方債 － 416 － 416
　　社債 － 57,943 － 57,943
　　外国証券 － 26,254 － 26,254
　　その他の証券 1,894 － － 1,894
デリバティブ取引（＊）
　通貨関連 － 163 － 163

資産計 1,894 88,044 － 89,938
（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

  ②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

  

（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券
　満期保有目的債券
　　国債 － 5,678 － 5,678
　　地方債 － 206 － 206
　　社債 － 7,345 － 7,345

資産計 － 13,229 － 13,229
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

  有価証券
上場投資信託は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。国債、地方債、社債、外
国証券については、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。

  デリバティブ取引
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し、レベル2の時価に分
類しております。

20. 退職給付に関する事項は以下のとおりであります。
 （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
  期首における退職給付債務 3,517百万円
  　勤務費用 86百万円
  　利息費用 59百万円
  　数理計算上の差異の当期発生額 185百万円
  　退職給付の支払額  △ 146百万円
  期末における退職給付債務 3,701百万円
 （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
  期首における年金資産 5,208百万円
  　期待運用収益 130百万円
  　数理計算上の差異の当期発生額 △101百万円
  　事業主からの拠出額 375百万円
  　退職給付の支払額 △ 146百万円
  期末における年金資産 5,466百万円
 （3）退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
  積立型制度 
  　退職給付債務 3,701百万円
  　年金資産 △ 5,466百万円
  　未認識過去勤務費用 △ 39百万円
  　未認識数理計算上の差異 623百万円
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 1,181百万円

57アメリカンホーム医療・損害保険  20 25

経
理
の
状
況

Ⅱ



 （4）年金資産の主な内訳
  年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
  　債券 69.9%
  　株式 15.2%
  　現金及び預金 4.7%
  　その他 10.2%
  　合　計 100.0%
 （5）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産から

の現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
 （6）数理計算上の計算基礎に関する事項
  期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
  　割引率 1.68%
  　長期期待運用収益率 2.50%
21. 1株当たりの純資産額は85,706円31銭であります。
  算定上の基礎である純資産の部の合計額から控除する金額はありません。普通株式の当事業年度末株式数は236,000株、普通株式
と同等の株式数は1,000株であります。

22. 有価証券2,022百万円を為替予約取引の担保に供しております。
23. 当事業年度末日後に、翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象は生じておりません。
24. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅱ（2）損益計算書 （単位：百万円）

科　目 2023年度
（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

2024年度
（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

経
常
損
益
の
部

経常収益 35,513 32,506
　保険引受収益 33,891 31,065
　　正味収入保険料 31,400 28,139
　　収入積立保険料 12 11
　　積立保険料等運用益 100 107
　　支払備金戻入額 694 1,000
　　責任準備金戻入額 1,683 1,806
　資産運用収益 1,608 1,425
　　利息及び配当金収入 1,701 1,514
　　有価証券売却益 7 0
　　有価証券償還益 0 18
　　積立保険料等運用益振替 △ 100 △ 107
　その他経常収益 14 15
経常費用 28,060 25,092
　保険引受費用 19,081 17,384
　　正味支払保険金 15,668 14,150
　　損害調査費 1,431 1,416
　　諸手数料及び集金費 1,949 1,779
　　満期返戻金 13 16
　　為替差損 15 18
　　その他保険引受費用 2 2
　資産運用費用 844 677
　　有価証券売却損 4 0
　　有価証券償還損 8 12
　　金融派生商品費用 772 541
　　為替差損 3 37
　　その他運用費用 55 84
　営業費及び一般管理費 8,132 7,029
　その他経常費用 2 1
経常利益 7,453 7,413

特
別
損
益
の
部

特別利益 226 －
　特別法上の準備金戻入額 226 －
　　価格変動準備金戻入額 226 －
特別損失 363 22
　固定資産処分損 108 1
　早期退職関連費用 254 19
　特別法上の準備金繰入額 － 0
　　価格変動準備金繰入額 － 0

税引前当期純利益 7,316 7,391
法人税及び住民税 2,248 2,220
法人税等調整額 △ 164 △ 548
法人税等合計 2,083 1,671
当期純利益 5,232 5,719



（損益計算書の注記）
１. 関係会社との取引による収益総額は該当ありません。費用総額は987百万円であります。
２. （1）正味収入保険料の内訳は次のとおりであります。
  収入保険料 29,563百万円
  支払再保険料 1,423百万円
  差引 28,139百万円
 （2）正味支払保険金の内訳は次のとおりであります。
  支払保険金 14,938百万円
  回収再保険金 787百万円
  差引 14,150百万円
 （3）諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりであります。
  支払諸手数料及び集金費 　    2,288百万円
  出再保険手数料       　509百万円
  差引       1,779百万円
 （4）支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。
  支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） △1,388百万円
  同上にかかる出再支払備金繰入額 △407百万円
  差引　（イ） △981百万円
  地震保険及び自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金繰入額（ロ） △19百万円
  計（イ＋ロ） △1,000百万円
 （5）責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりであります。
  普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） △1,492百万円
  同上にかかる出再責任準備金繰入額 △1百万円
  差引　（イ） △1,491百万円
  その他の責任準備金繰入額（ロ） △314百万円
  計（イ＋ロ） △1,806百万円
 （6）利息及び配当金収入の内訳は次のとおりであります。
  預貯金利息 1百万円
  有価証券利息・配当金 1,513百万円
  計 1,514百万円
３. 損害調査費、営業費及び一般管理費として計上した退職給付引当金繰入額は78百万円であり、その内訳は次のとおりであります。
  勤務費用 86百万円
  利息費用 59百万円
  期待運用収益 △130百万円
  過去勤務費用の当期の費用処理額 130百万円
  数理計算上の差異の当期の費用処理額 △66百万円
  計 78百万円
４. 金融派生商品費用中の評価損益は163百万円の益であります。
５.  1株当たり当期純利益は24,133円53銭であります。算定上の基礎である当期純利益は5,719百万円であり普通株式及び普通株式と
同等の株式に係るものであります。また普通株式の期中平均株式数は236,000株、普通株式と同等の株式の期中平均株式数は1,000

株であります。
６. 関連当事者との取引高については以下のとおりであります。
 （1）親会社及び法人主要株主等

　　

種類 会社の名称 議決権等の所有
（被所有）の割合

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社 AIGジャパン・ホール
ディングス株式会社

被所有直接
100%

配当金の
支払先 配当金支払 5,300 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
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 （2）兄弟会社等

　　

種類 会社の名称 議決権等の所有
（被所有）の割合

関連当事者と
の関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社の
子会社 AIG Markets, Inc. なし デリバティブ

取引先
デリバティブ
取引（注2） －

金融派生商品
（資産）
金融派生商品
（負債）

245

82
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 有価証券2,022百万円を担保に供しております。
 ２. 反復的かつ多額な市場性取引であるため、取引金額については記載せず、期末残高のみを開示しております。
 ３. 取引条件は、市場実勢等を勘案して決定しております。

７. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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（注記）
1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりです。
 現金及び預貯金 6,361百万円
 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 － 百万円
 現金及び現金同等物 6,361百万円
2.   投資活動によるキャッシュ ･フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ ･フローを含んでいます。
3. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅱ （3）キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

2023年度
（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

2024年度
（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益（△は損失） 7,316 7,391
減価償却費 222 225
支払備金の増減額（△は減少） △694 △1,000
責任準備金の増減額（△は減少） △1,683 △1,806
貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0
前払年金費用の増減額（△は増加） △231 △297
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 3
賞与引当金の増減額（△は減少） △31 △45
価格変動準備金の増減額（△は減少） △226 0
利息及び配当金収入 △1,701 △1,514
有価証券関係損益（△は益） 4 △5
金融派生商品損益（△は益） 772 541
支払利息 － 0
有形固定資産関係損益（△は益） 17 －
無形固定資産関係損益（△は益） 91 1
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は増加） △486 205

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）
の増減額（△は減少） △17 △319

　　小　計 3,355 3,380
利息及び配当金の受取額 1,736 1,587
利息の支払額 － △0
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,888 △2,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,202 2,767
投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △19,560 △20,179
有価証券の売却・償還による収入 26,751 15,654
　資産運用活動計 7,190 △4,525
　（営業活動及び資産運用活動計） （10,393） （△1,757）
有形固定資産の取得による支出 △0 △0
無形固定資産の取得による支出 △168 △153

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,021 △4,678
財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △4,800 △5,300
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,800 △5,300
現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,424 △7,210
現金及び現金同等物期首残高 8,148 13,572
現金及び現金同等物期末残高 13,572 6,361



（4）株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

2023年度
株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益

準備金

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

当期首残高 7,862 7,862 5,571 13,434 21,297 △674 △674 20,622
当期変動額
剰余金の配当 － － △4,800 △4,800 △4,800 － － △4,800
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立 － － － － － － － －
当期純利益 － － 5,232 5,232 5,232 － － 5,232
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － － △27 △27 △27

当期変動額合計 － － 432 432 432 △27 △27 405
当期末残高 7,862 7,862 6,004 13,866 21,729 △702 △702 21,027

（株主資本等変動計算書の注記）
 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

（単位：株）

株式の種類 当事業年度期首
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式
　普通株式 236,000 －　 －　 236,000
　A種種類株式 1,000 － － 1,000

合計 237,000 － － 237,000

 2.  剰余金の配当に関する事項
 （1）配当金支払額等

決　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たりの配当額
（円） 基準日 効力発生日

2024年 6月 25日
定時株主総会

普通株式 80 338.98
2024年3月31日 2024年6月26日Ａ種種類株式 5,220 5,220,000

 （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

  2025年6月24日開催の定時株主総会の議案として、次のとおり付議する予定です。

決議予定 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たりの配当額
（円） 基準日 効力発生日

2025年 6月 24日
定時株主総会

普通株式 80 338.98
2025年3月31日 2025年6月25日Ａ種種類株式 4,420 4,420,000

 3.  金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

2024年度
株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計利益

準備金

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

当期首残高 7,862 7,862 6,004 13,866 21,729 △702 △702 21,027
当期変動額
剰余金の配当 － － △5,300 △5,300 △5,300 － － △5,300
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立 － － － － － － － －
当期純利益 － － 5,719 5,719 5,719 － － 5,719
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － － △1,134 △1,134 △1,134

当期変動額合計 － － 419 419 419 △1,134 △1,134 △715
当期末残高 7,862 7,862 6,423 14,286 22,149 △1,836 △1,836 20,312
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（1）商品有価証券の平均残高及び売買高
　該当事項はありません。

（2）保有有価証券の種類別の残高及び合計に対する構成比 （単位：百万円）

区　分 2023年度末 2024年度末
金　　額 構成比（％） 金　　額 構成比（％）

国債 5,769 5.7 9,030 8.8 
地方債 640 0.6 621 0.6 
社債 63,719 62.9 65,235 63.3 
株式 23 0.0 23 0.0 
外国証券 29,514 29.1 26,254 25.5 
その他の証券 1,669 1.6 1,894 1.8 
合　計 101,338 100.0 103,060 100.0 

（3）保有有価証券利回り （単位：%）

区　分 2023年度 2024年度
公社債 0.72 0.74
株式 101.14 29.75
外国証券 0.92 1.27
その他の証券 3.87 3.62
合　計 0.86 0.94

（4）有価証券の種類別の残存期間別残高 （単位：百万円）

区　分

2023年度末 2024年度末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定め
のないものを
含む）

合計 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定め
のないものを
含む）

合計

国債 － － － － － 5,769 5,769 3,267 － － － 5,762 － 9,030
地方債 － － 325 － 315 － 640 － － 312 308 － － 621
社債 2,516 15,557 10,123 10,715 7,684 17,123 63,719 5,287 18,252 10,136 10,774 5,413 15,371 65,235
株式 23 23 23 23
外国証券 3,091 7,742 3,466 5,049 3,998 6,166 29,514 2,283 7,732 2,472 3,108 3,154 7,502 26,254
公社債 3,091 7,742 3,466 5,049 3,998 6,166 29,514 2,283 7,732 2,472 3,108 3,154 7,502 26,254
株式等 － － － － － － － － － － － － － －

その他の証券 － － － － － 1,669 1,669 － － － － － 1,894 1,894
合　計 5,607 23,299 13,915 15,764 11,997 30,752 101,338 10,838 25,984 12,921 14,191 14,331 24,792 103,060

2. 資産・負債の明細
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（5）保有株式の業種別残高 （単位：百万円）

区　分
2023年度末 2024年度末

金　額 構成比（％） 金　額 構成比（％）

製
造
業

食料品 － － － －
繊維製品 － － － －
パルプ・紙 － － － －
化学 － － － －
医薬品 － － － －
石油・石炭製品 － － － －
ゴム製品 － － － －
ガラス・土石製品 － － － －
鉄鋼 － － － －
非鉄金属 － － － －
金属製品 － － － －
機械 － － － －
電気機器 － － － －
輸送用機器 － － － －
精密機器 － － － －
その他製品 － － － －
小計 － － － －

非
製
造
業

水産・農林業 － － － －
鉱業 － － － －
建設業 － － － －
電気・ガス業 － － － －
陸運業 － － － －
海運業 － － － －
空運業 － － － －
倉庫・運輸関連業 － － － －
情報・通信業 － － － －
卸売業 － － － －
小売業 － － － －
銀行業 － － － －
証券・商品先物取引業 － － － －
保険業 － － － －
その他金融業 0 0.8 0 0.8 
不動産業 － － － －
サービス業 23 99.2 23 99.2 
小計 23 100.0 23 100.0 

合　計 23 100.0 23 100.0 

（6）貸付金の残存期間別の残高
　該当はありません。

（7）担保別貸付金残高
　該当はありません。

（8）使途別の貸付金残高及び構成比
　該当はありません。

（9）業種別の貸付残高及び貸付残高の合計に対する割合
　該当はありません。
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（10）規模別の貸付金残高及び貸付残高の合計に対する割合
　該当はありません。

（11）有形固定資産及び有形固定資産合計の残高 （単位：百万円）

区　分 2023年度末 2024年度末
土地 － －
営業用 － －
賃貸用 － －

建物 102 118
営業用 102 118
賃貸用 － －

建設仮勘定 － －
営業用 － －
賃貸用 － －

 合計 102 118
営業用 102 118
賃貸用 － －

その他の有形固定資産 3 1
有形固定資産合計 105 120

（12）保険業法に基づく債権 （単位：百万円）

区　分 2023年度末 2024年度末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 － －
危険債権 － －
三月以上延滞債権 － －
貸付条件緩和債権 － －
合計 － －
正常債権 － －

（注） 各債権の定義は次のとおりです。      
 1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権      
   破産手続開始、更生手続開始または再生手続開始の申し立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれら

に準ずる債権です。     
 2. 危険債権      
   債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受け

取りができない可能性の高い債権です。     
 3. 三月以上延滞債権      
   元本または利息の支払が、約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権ならびに危

険債権に該当しない債権です。     
  4. 貸付条件緩和債権      
   債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に

有利となる取り決めを行った貸付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権ならびに三月以上延滞債権に該当しない債
権です。

 5. 正常債権      
   債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債

権ならびに貸付条件緩和債権以外のものに区分される債権です。     

（13）元本補てん契約のある信託に係る債権の状況
　該当はありません。
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（14）支払備金の額及び責任準備金の額 （単位：百万円）

種　目 支払備金 責任準備金
2023年度末 2024年度末 2023年度末 2024年度末

火災 0 0 177 176 
海上 － － － －
傷害 6,587 5,627 92,603 91,007 
自動車 59 36 1,480 1,480 
自動車損害賠償責任 323 303 2,778 2,566 
その他 5 6 59 61 
（うち賠償責任） （5） （6） （28） （30） 
合　計 6,976 5,975 97,099 95,292 

（15）責任準備金積立水準
区　分 2023年度末 2024年度末

積立方式
標準責任準備金対象契約 標準責任準備金 標準責任準備金
標準責任準備金対象外契約 平準純保険料式 平準純保険料式
積　立　率 100.0％ 100.0％

（注） 1.  積立方式及び積立率は、保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約及び保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険を主た
る保険としている保険契約を除いています。

 2.  保険料積立金及び積立保険に係る払戻積立金以外について積立方式という概念がないため、積立方式は保険料積立金及び積立保険に
係る払戻積立金について記載しています。

 3. 積立率＝（実際に積み立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（1）～（3）の合計額）
  （1）  標準責任準備金対象契約に係る平成8年大蔵省告示第48号に定める方式により計算した保険料積立金及び払戻積立金（保険業法施

行規則第68条第2項に定める保険契約に限る）
  （2）  標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る保険料

積立金、保険業法施行規則第68条第2項に定める保険契約以外の保険契約で2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に
係る払戻積立金並びに2001年7月1日前に保険期間が開始する保険契約に係る普通責任準備金及び払戻積立金

  （3）2001年7月1日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

（16）引当金明細表 （単位：百万円）

区　分 2023年度 2024年度
2022年度末残高 2023年度末残高 増加額 2023年度末残高 2024年度末残高 増加額

貸倒引当金計 0 0 0 0 － △0
一般貸倒引当金 － － － － － －
個別貸倒引当金 0 0 0 0 － △0
特定海外債権引当勘定 － － － － － －

退職給付引当金 － － － － － －
役員退職慰労引当金 49 53 3 53 57 3
賞与引当金 198 167 △31 167 122 △45
価格変動準備金 257 31 △226 31 32 0

（17）貸付金償却の額 （単位：百万円）

区　分 2023年度 2024年度
貸付金償却額 － －
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（18）損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の額の変動 （単位：百万円）

損害率の上昇シナリオ 地震保険と自動車損害賠償責任保険を除くすべての保険種目について、均等に発生損害率が1％上昇
すると仮定します。

計算方法

○増加する発生損害額＝既経過保険料×1％
○ 増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、当年度発生事故
におけるそれぞれの割合により按分しています。

○増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額
○経常利益の減少額（経常損失の増加額）＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

2023年度 2024年度
増加する発生損害額（a） 332 301
増加する異常危険準備金取崩額（b） 0 0
経常利益の減少額又は経常損失の増加額（a－b） 332 301

（19）責任準備金の残高の内訳 （単位：百万円）

2023年度末

種　目 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合 計
火災 1 175 0 － － 177 
海上 － － － － － －
傷害 49,121 38,330 8 5,141 － 92,603 
自動車 － 1,480 － － － 1,480 
自動車損害賠償責任 2,778 － － － － 2,778 
その他 15 44 － － － 59 
合計 51,917 40,031 8 5,141 － 97,099 

2024年度末

種　目 普通責任準備金 異常危険準備金 危険準備金 払戻積立金 契約者配当準備金 合 計
火災 1 175 0 － － 176 
海上 － － － － － －
傷害 47,629 39,244 14 4,119 － 91,007 
自動車 － 1,480 － － － 1,480 
自動車損害賠償責任 2,566 － － － － 2,566 
その他 16 44 － － － 61 
合計 50,213 40,945 14 4,119 － 95,292 

（20）期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト） （単位：百万円）

会計年度 期首支払備金 前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金 当期把握見積り差額

2020年度 13,434 8,573 4,545 314
2021年度 11,765 7,392 3,844 528
2022年度 10,598 7,123 3,063 412
2023年度 8,866 6,616 2,314 △64
2024年度 7,814 5,708 1,816 289

（注） 1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
 2. 地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
 3. 当期把握見積り差額＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金）
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（21）事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表
●傷害 （単位：百万円）

事故発生年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋支払備金

事故発生年度末 18,180 17,417 16,261 14,608 12,907
1年後 17,854 0.982 △326 17,043 0.979 △373 16,490 1.014 229 14,468 0.990 △140
2年後 17,864 1.001 10 17,081 1.002 37 16,410 0.995 △80
3年後 17,840 0.999 △24 17,057 0.999 △23
4年後 17,827 0.999 △12

最終損害見積り額 17,827 17,057 16,410 14,468 12,907
累計保険金 17,703 16,887 16,118 13,691 8,324
支払備金 123 170 291 776 4,583

●自動車
該当ありません。

●賠償責任 （単位：百万円）

事故発生年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動 金額 比率 変動

累計保険金
＋支払備金

事故発生年度末 76 61 60 72 46
1年後 76 0.997 △0 80 1.307 18 56 0.938 △3 67 0.931 △5
2年後 62 0.820 △13 67 0.842 △12 69 1.226 12
3年後 59 0.961 △2 67 0.997 △0
4年後 59 1.000 －

最終損害見積り額 59 67 69 67 46
累計保険金 59 66 55 46 20
支払備金 － 0 13 21 25
（注） 1. 国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
 2. 「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度1年間で変動した倍率を記載しています。
 3. 「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度1年間で変動した額を記載しています。
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（1）事業費の明細 （単位：百万円）

区　分 2023年度 2024年度
人件費 3,843 3,485
物件費 5,506 4,764
税金 214 196
火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金 － －
保険契約者保護機構に対する負担金 － －
合計 9,564 8,446
諸手数料及び集金費 1,949 1,779
事業費合計 11,514 10,225

3. 損益の明細
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4. 時価情報等
（1）有価証券
①形態別 （単位：百万円）

区　分 2023年度末 2024年度末
取得原価 貸借対照表計上額 差額 取得原価 貸借対照表計上額 差額

商品有価証券 － － － － － －
有価証券 102,310 101,338 △972 105,639 103,060 △2,579
公社債 70,899 70,130 △768 77,223 74,888 △2,335
株式 23 23 － 23 23 －
外国証券 29,660 29,514 △146 26,364 26,254 △109
その他の証券 1,727 1,669 △57 2,028 1,894 △134

②保有目的別 （単位：百万円）

区　分 2023年度末 2024年度末
取得原価 貸借対照表計上額 差額 取得原価 貸借対照表計上額 差額

売買目的有価証券 － － － － － －
満期保有目的の債券 13,304 13,304 － 13,261 13,261 －
子会社及び関連会社株式 － － － － － －
その他有価証券 89,006 88,033 △972 92,378 89,798 △2,579
合計 102,310 101,338 △972 105,639 103,060 △2,579

（注） 市場価格のない株式等については帳簿価額としています。

（2）金銭の信託
該当事項はありません。



（3）デリバティブ取引関係 （単位：百万円）

2023年度末

①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
　a.通貨関連

区　分 デリバティブ取引の種類等 契約額等 時価 評価損益うち1年超

市場取引以外
の取引

　為替予約取引
　　売建

米ドル 1,212 － △173 △173
ユーロ 312 － △13 △13

　　買建
米ドル 1,235 － 150 150
ユーロ 327 － △0 △0

合計 － － △37 △ 37
　b.その他　該当はありません。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
　a.通貨関連

区　分 デリバティブ取引の種類等 契約額等 時価 評価損益うち1年超

市場取引以外
の取引

　為替予約取引
　　売建

米ドル 7,127 － △264 △264
ユーロ 6,708 － △139 △139

合計 － － △403 △403
　b.その他　該当はありません。

 （単位：百万円）

2024年度末

①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
　a.通貨関連

区　分 デリバティブ取引の種類等 契約額等 時価 評価損益うち1年超

市場取引以外
の取引

　為替予約取引
　　売建

ユーロ 1,519 － △21 △21
　　買建

ユーロ 783 － △3 △3
合計 － － △24 △24
　b.その他　該当はありません。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
　a.通貨関連

区　分 デリバティブ取引の種類等 契約額等 時価 評価損益うち1年超

市場取引以外
の取引

　為替予約取引
　　売建

米ドル 9,509 － 240 240
ユーロ 3,809 － △52 △52

合計 － － 187 187
　b.その他　該当はありません。
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（1）計算書類等についての会計監査人の監査報告
2023年度
　 　2023年度　（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表） 並びにその附属明細書については、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、PwC Japan有限責任監査
法人の監査を受けており、監査報告書を受領しています。

2024年度
　 　2024年度　（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及
び個別注記表） 並びにその附属明細書については、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、PwC Japan有限責任監査
法人の監査を受けており、監査報告書を受領しています。

（2） 財務諸表の適正性及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性について
　本ディスクロージャー誌に掲載のアメリカンホーム医療・損害保険株式会社の財務諸表の適正性及び財務諸表作成に係る
内部監査の有効性につきましては、代表取締役社長 兼 CEOが確認しています。
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Ⅲ.コーポレートデータ

（1）保険の引受け
当社は、次の各種保険の引受けを行っています。
①医療保険
②傷害保険
③その他の保険

（2）資産の運用
当社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行っています。

（3）他の保険会社の保険業に係る業務の代理・事務の代行
当社は、FWD生命保険株式会社の生命保険業に係る業務の代理・事務の代行およびAIG損害保険株式会社の損害保険業に係
る業務の代理・事務の代行を行っています。

1. 主要な業務の内容



74 アメリカンホーム医療・損害保険  20 25

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

Ⅲ 1899年 ●  米国において2つの保険会社が合併してグローブ アンド ラ
トガー火災保険会社となる

1952年 ●  グローブ アンド ラトガー火災保険がアメリカン・インター
ナショナル・グループ（AIG）の傘下に入る

2. 沿革

1954年 ●  社名をアメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニーに
変更

1960年 ●  日本における損害保険事業免許を取得
1982年 ●  日本で初めて傷害保険の通信販売の認可を取得
1996年 ●  日本で初めて自動車保険の通信販売の認可を取得
1997年 ●  日本で初めて「リスク細分型自動車保険」を発売
1998年 ●  専業主婦でも加入できる所得補償保険「お給料保険」を発売
1999年 ●  日本で初めて、シニア向けの無診査骨折補償「どんとこい」を

発売
●  ウェブサイト上で「リスク細分型自動車保険」のオンライン見
積りサービスおよびクレジットカードによるオンライン決済
を開始

2000年 ●  沖縄にコールセンターを開設
●  葬祭費用もお支払いできる「スーパーシニア保険」を発売

2001年 ●  医療総合保険「ライフサイズ入院」および「ライフサイズガン」
を発売

2002年 ●  シニア向け長期補償傷害保険「人生まだまだこれからだ」を発
売

2003年 ●  家財に関わる様々なリスクをワイドに補償する「家財安心プ
ラン」を発売

●  「沖縄プロセシングセンター」を開設し、基幹業務の一部を沖
縄に移管

2004年 ●  無選択型医療総合保険「ザ・大人の医療保険」を発売
●  自動車保険の「ファミリー特約シリーズ」を発売 
ペットのケガの治療費を補償する特約が新登場

●  満50歳から満79歳向けのアクティブシニア傷害保険「まいに
ち安心」を発売

2005年 ●  ザ･ロンドン・アッシュアランス日本支店の火災保険を除く
保険契約を包括移転

●  富山にコールセンターを開設
2006年●  30日間を超える長期入院に特化した医療保険｢ザ･医療保険 

入院ing（ニュウイング）365｣を発売
●  補償内容を自由に設計できる医療総合保険「私にうれしい医
療保険」を発売

2007年 ●  終身タイプの医療総合保険「私にうれしい医療保険終身タイ
プ」を発売

●  不正使用被害を補償する保険を総合セキュリティソフトに付
帯

2008年 ●  医療保険を「みんなのほすピタる」ブランドに統合
●  ガンのみ担保特約付医療総合保険「みんなのほすピタる ガン
プチタイプ」を発売

●  シニア向け長期補償傷害保険「人生よろこんで」を発売

2009年 ●  引受基準緩和型医療保険“持病がある方も安心「みんなのほす
ピタる」”（定期型・終身型）を発売

●  自動車保険付帯 無料ロードサービスを大幅拡充
2010年 ●  自動車事故に遭われたお客さまに対して、当社社員が事故直

後にアドバイスのご提供等を行う初期対応サービスの時間拡
大

●  医療保険の保険金請求で、女性特有の病気の場合、女性の担
当者が対応するサービスを開始

2011年 ●  保険金請求のウェブサイトでの受付が全商品で可能に
●  新・医療総合保険「みんなのほすピタる3,000」を発売
●  国内自動車ディーラーとの提携による修理工場ネットワーク
の拡大および保険金サービスセンターの統合を実施

●  医療保険「みんなのほすピタる」において「インターネット割
引」を開始

●  富士生命（現FWD生命）の生命保険商品の販売開始
2012年 ●  沖縄オフィスのビル移転と業容拡大

●  東京オフィスを神谷町に移転
●  「ガンになったことがある方も入りやすい みんなのほすピタ
る 緩和告知型ガン保険」発売

●  引受基準緩和型医療保険の加入条件を緩和し、先進医療補償
を付帯可能に

2013年 ●  自動車保険の保険金支払進捗状況について、ウェブサイトか
ら確認できるサービスを拡充

●  「みんなのほすピタる」シリーズに「ガン一時金」に特化したプ
ラン新登場 

2014年 ●  「みんなのほすピタる」に「短期払」プランを追加
●  アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー日本支店
から、日本法人であるアメリカンホーム医療・損害保険株式
会社となり事業を開始

●  長崎に医療保険金支払拠点を開設し、保険金支払体制を強化
2015年 ●  ソフトバンクカード会員向け交通事故傷害保険 

「フリーサポートプラン」の提供を開始
2016年 ●  2016年4月以降の新規契約の販売活動を終了

●  2016年12月以降のダイレクト自動車保険の契約取り扱いを終
了

2017年 ●  「お客さま本位の業務運営方針」を制定
2019年 ●  一部の傷害保険プランに対する補償内容の拡大を再開
2020年 ●  新規契約の販売活動を再開

●  女性のための医療保険「morph（モルフ）」を発売
●  男性のための医療保険「morph for men」を発売

2021年 ●  今の暮らしを守る傷害保険「ライフスタイル保険」を発売
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3. 組織図（2025年5月1日現在）

コンプライアンス委員会

システム委員会

商品委員会

人事委員会

投融資委員会 保険金支払再審査委員会

株主総会

取締役会経営会議

監査役会

保険計理人

監査役

部門

部・室
代表取締役社長 兼 CEO

リレーションシップセンター部

オペレーション統括部

オペレーション部門

保険金支払承認部

保険金サービス業務統括部

保険金サービス部門

保険金サービス第1部

保険金サービス第2部

クオリティ・アシュアランス室

ディストリビューション部門

ダイレクトビジネス部

商品部

IT業務管理部
（CIOオフィス）

ITデリバリー部

商品部門

システム部門

経営管理部

経営管理部門

経理・財務部

保険負債数理部

経理・財務部門

法務部門

内部監査室

内部監査部門

コンプライアンス部門

リスク管理統括部門

リスク管理統括室

コンプライアンス統括部

法務室

エンプロイーリレーションズ室

人事室

人事部門
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Ⅲ （1）取締役・監査役の状況
役　名 氏　名 略歴、地位、担当および他の法人等の代表の状況

代表取締役
社長 渡

わた

辺
なべ

　治
はる

子
こ

2009年 6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　入社　常務執行役員
2010年 6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　専務執行役員　兼　

チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
  AIGビジネス・パートナーズ株式会社　取締役（非常勤）
  富士火災海上保険株式会社　社外取締役
2011年 11月 アメリカン・インターナショナル・グループ　プロパティ・カジュ

アルティ　ヒューマンリソース・ストラテジック・ビジネス・パー
トナー　グローバル・コンシューマー　アンド　サイエンス

2014年 12月 FWD生命保険株式会社　取締役執行役員　 
チーフ・オペレーティング・オフィサー

2015年 11月 ティーペック株式会社　取締役（非常勤）
2016年 1月 AIGパートナーズ株式会社　取締役（非常勤）
2017年 4月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　執行役員
2017年 6月 ジェイアイ傷害火災保険株式会社　代表取締役副社長
2018年 12月 AIG損害保険株式会社　執行役員
2020年 5月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　顧問
2020年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　代表取締役社長　兼 

CEO（現任）
  AIGジャパン・ホールディングス株式会社　取締役（非常勤）
2021年 12月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　取締役　 

バイスチェアマン（現任）

取締役 ケント・ガーノー

2019年 9月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　入社　
  ヘッド・オブ・ファイナンシャル・プランニング・アンド・アナリシス
2020年 1月 ジェイアイ傷害火災保険株式会社　社外取締役（非常勤）
2020年 4月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）
2022年 7月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役　執行役員　

兼　チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
2024年 6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　取締役執行役員　兼
  チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（現任）
  AIG損害保険株式会社　取締役執行役員　兼　
  チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（現任）
2024年 9月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役執行役員　兼
  チーフ・ファイナンシャル・オフィサー（現任）

取締役
（非常勤） 梅

うめ

田
だ

　和
かず

彦
ひこ

1988年 4月 AIU保険会社　入社
1990年 4月 アメリカンホーム保険会社　保険計理人
2021年 6月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　入社　執行役員　兼 

チーフ・アクチュアリー
2022年 6月 AIG損害保険株式会社　取締役（非常勤）
2023年 11月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　執行役員　 

チーフ・アクチュアリー　兼　ヘッド・オブ・リザービング（現任）
2023年 12月 AIG損害保険株式会社　取締役執行役員　兼　 

チーフ・アクチュアリー
2024年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）
2025年 6月 AIG損害保険株式会社　執行役員　兼　チーフ・アクチュアリー
  （現任）

取締役
（非常勤） ファーハド・ファーシャド 2023年 2月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　入社　執行役員（現任）

2023年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　取締役（非常勤）（現任）

4. 役員の状況 （2025年7月1日現在）
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役　名 氏　名 略歴、地位、担当および他の法人等の代表の状況

監査役
（常勤） 山

やま

本
もと

　龍
たつ

正
まさ

1986年 4月 AIU保険会社　入社
2016年 9月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　執行役員　　
2025年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　監査役　（常勤）（現任）
  AIG損害保険株式会社　社外監査役（非常勤）（現任）

社外
監査役
（非常勤）

種
たね

村
むら

　尚
たかし

2020年 11月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　入社　執行役員
  AIG損害保険株式会社　執行役員
2025年 6月 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　社外監査役（非常勤）

（現任）

社外
監査役
（非常勤）

則
のり

生
お

　直
なお

人
と

1980年 4月 富士火災海上保険株式会社　入社
2011年 4月 富士火災海上保険株式会社　執行役
2017年 2月 AIGジャパン・ホールディングス株式会社　 

ヘッド・オブ・アドミニストレーション
  AIGビジネス・パートナーズ株式会社　代表取締役社長
2018年 6月 ティーペック株式会社　監査役（非常勤）（現任）
  アメリカンホーム医療・損害保険株式会社　社外監査役（非常勤）

（現任）

役員略歴に関する注記
1.  本表においては、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク（AIG）、日本におけるAIGのグループ会社のうち保険持株会社と全保険会社に加え、AIGアセッ
トマネジメント株式会社、AIGパートナーズ株式会社、AIGハーモニー株式会社、テックマークジャパン株式会社、ティーペック株式会社、AIGビジネス・パートナー
ズ株式会社および過去にAIGと資本関係のあった会社（存続会社含む）における略歴に限定して記載しています。

2.  本表においては、社名は変更前についても現社名で記載しています。また、会社形態に過去に変更があった会社については、次のように記載を統一しています。
 • アメリカンホーム医療・損害保険株式会社について、2014年4月の日本法人化以前の前身会社はすべてアメリカンホーム保険会社と記載しています。
 • AIG損害保険株式会社について、2013年4月の日本法人化以前の前身会社はすべてAIU保険会社と記載するとともに、2017年12月31日まではAIU損害保険株
式会社と記載しています。

（2）執行役員の状況
役　名 氏　名 担　当

代表取締役社長 兼 CEO 渡辺 治子 総括、内部監査部門、法務部門

取締役執行役員 兼 CFO※1 ケント・ガーノー 経理・財務部門、リスク管理統括部門

執行役員 安納 伸光 オペレーション部門、商品部門、ディストリビューション部門

執行役員 宇田 直人 人事部門

執行役員 大西 秀爾 保険金サービス部門

執行役員 高村 慶宏 コンプライアンス部門

執行役員 丹野 明裕 経営管理部門

執行役員 兼 CIO※2 シヴァクマール・ラマラジ システム部門

※1　CFOは、チーフ・ファイナンシャル・オフィサーの略です。
※2　CIOは、チーフ・インフォメーション・オフィサーの略です。
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株主名

AIG ジャパン・ホールディングス株式会社
〒105-8403
東京都港区虎ノ門 4-3-20 神谷町MT ビル

持株数

237,000株

内
訳

普通株式 236,000株

A種種類株式 1,000株

持株比率 100%

5. 株主の状況

6. 会計監査人の状況
PwC Japan有限責任監査法人

（2025年3月31日現在）

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

364 46.8 15.7

7. 従業員の状況



79アメリカンホーム医療・損害保険  20 25

各
種
方
針

Ⅳ

　当社は、業務上取り扱うお客さまの個人情報を保護することをお約束します。
　個人情報保護の重要性に鑑み、「個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）」、「行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）」、その他の関連法令等を遵守して、個人情報および個人
番号を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。また、業務上必要な範囲内で、かつ適法で公正
な手段により個人情報および個人番号を取得します。

　当社では、当社のウェブサイトやその他の方法（例えば、保険契約の申込書・保険金請求書・取引書類、電話、電子メール等）
により取得した個人情報および個人番号をプライバシーポリシーに基づき取り扱います。また、当社は、違法もしくは不当
な行為を助長する等の不適正な方法で個人情報を利用しません。

※特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。
※特定個人情報以外の個人情報の取扱いについては、以下「１ ．個人情報の取扱いについて」をご覧ください。
※特定個人情報の取扱いについては、以下「２．特定個人情報の取扱いについて」をご覧ください。

１. 個人情報の取扱いについて
（1）個人情報に関するお問い合わせ窓口

　当社による個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報の取扱いに関するご質問については下記までお問い合わせく
ださい。

個人情報お問い合わせ窓口
　アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
　〒930-0856 
　富山県富山市牛島新町5-5 タワートリプルワン19階　
　電話番号（通話料無料）：0120-896-840
　受付時間：午前9時～午後5時　（土・日・祝日および年末年始を除きます。）

　なお、ご契約内容、事故、保険金・給付金のご請求については、保険証券に記載の連絡先にご照会ください。ご本人
であることを確認させていただいたうえで対応します。

　当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人外国損害保険協会（https://www.fnlia.gr.jp/）の対象事業者です。

　対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を下記にて受け付けております。
お問い合わせ先
一般社団法人保険オンブズマン（https://www.hoken-ombs.or.jp/）
　電話番号：03-5425-7963
　受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時（土・日・祝日および年末年始を除きます。）

（2）当社が取得する個人情報
　お客さまと当社との関係性（例えば、記名被保険者、追加被保険者、保険金請求者、証人、代行者・指定代理人その
他当社の業務関係者であるか）に応じて、当社が取得するお客さまの個人情報には以下のものが含まれます。なお、当
社では、電話や電子メール等の通信手段によりご提供された情報（音声や映像等を含みます。）を録音、録画および保存
する場合があります。 
①一般的な個人情報 
　 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、既婚・未婚の別、ご家族の状況、生年月日その他の各種保険契
約および商品・サービス提供のお引き受け、ご継続・維持管理に関して必要な情報
②財務情報および口座詳細 
　クレジットカード情報、銀行口座番号および口座詳細
　適切な補償の提供のためにご収入の状況をお尋ねすることがあります。
③病状および健康状態 
　 保険契約の締結・維持管理のため、現在および過去の心身の状態・病状、健康状態、傷害・障がいに関する情報、医
療措置、個人的な習慣（例えば、喫煙・飲酒）、処方箋に関する情報、病歴等
④マネー・ローンダリング調査のための情報 
　保険契約者との保険契約に関する情報や、保険金請求者との保険金請求に関する情報等

□プライバシーポリシー 制定日　2014年4月1日
改定日　2025年5月1日

Ⅳ.各種方針
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⑤商品およびサービスをご提供するための情報 
　 保険の目的物の所在地および特定（例えば、物件の住所、車両のナンバープレートまたは登録番号標）、保険の対象と
する個人の年齢区分、ご家族の状況、保険証券・請求番号、保険対象・危険性の詳細、損害の原因、事故歴・損害歴、
加入している他の保険、その他ご契約を希望される保険のお引き受け、ご継続・維持管理や、保険金・給付金等のお
支払いに必要な情報（カメラ画像等を含みます。）
⑥各種市場調査やアンケートにご協力いただいたお客さまの回答内容 
　 お客さまから当社に寄せられたご要望や嗜好、キャンペーン、商品抽選その他の販売促進活動への参加または任意の
顧客満足度調査を含む各種市場調査への回答をお願いする場合があります。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報

（3）当社の個人情報利用方法（利用目的）
当社は取得した個人情報を次の目的のために利用します。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い 
　例えば、次のようなことを行います。
●ご本人確認
●当社の保険業務の一環としてのご本人およびその他の方々との連絡
●当社の保険約款、当社のウェブサイトその他経営情報の変更に関する重要な情報のお客さまへの送付
●保険契約をお引き受けするか否かの決定、ご請求内容の確認、処理、和解、請求に関する紛争の管理等
●お客さまの保険金・給付金等の請求権の確認、保険料およびその他のお支払いの事務手続き 
② 日本におけるAIGグループ会社・提携会社等が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、それに関す
るご契約の維持管理 
　例えば、次のようなことを行います。
● お客さまの嗜好に基づくマーケティング情報（第三者たる特定取引先により提供された他の商品・サービスに関す
る情報を含みます。）のご提供
●お客さまそれぞれに合わせた情報および広告の提示による、当社のウェブサイト上の画面表示変更
●保険、支援サービスのご提供
●各種キャンペーン、セミナー、イベント等のご案内
③当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
　例えば、次のようなことを行います。
● 当社とお客さまの通信（電話や電子メール等）内容の確認やモニタリングによる品質やセキュリティの向上およびト
レーニングの実施
●満足度調査を含む各種市場調査および分析の実施
● 当社インフラ・業務運営の管理、社内方針・手続の遵守（監査・財務・経理、請求・集金、ITシステム、データやウェ
ブサイトの掲載、事業の継続を含みます。）および記録・文書・印刷の管理
●苦情の解決およびデータのアクセスや訂正に関するご請求の取扱い 
④保険に関連・付随する業務の実施 
　例えば、次のようなことを行います。
●他の事業者から個人情報の取扱いの全部または一部を委託された場合等における当該業務
●詐欺・マネー・ローンダリングを含む犯罪の防止、摘発および調査ならびにその他の商業上のリスクの分析・管理
● お客さまの居住国外の法令を含み適用となる法令・規制（マネー・ローンダリングやテロの禁止に関する法令・規制等）
に基づく義務の遵守、法的手続の遵守および公共機関・政府機関（お客さまの居住国外の公共機関・政府機関を含
みます。）からの要請への対応

⑤当社が有する債権の回収
⑥外国にある事業者を含む事業者との間の再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
⑦お客さまとのお取り引きおよび当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 
⑧その他上記に付随する業務

（4）個人データの第三者への提供および第三者からの取得
①当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
● ご本人が同意されている場合
● 利用目的の達成に必要な範囲内において、保険代理店を含む委託先（情報ベンダーなどの外国にある事業者を含む）
へ提供する場合
● 再保険（再々保険以降の出再を含みます。）の手続をする場合（外国にある事業者との間の手続きを含みます。）
● ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であ
ると考えられる場合
● その他法令等に根拠がある場合
※外国にある第三者への個人データの提供の詳細については、以下「（９）その他の重要な情報」をご覧ください。
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② 当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には、当該提供に関する事項（いつ、どのよ
うな提供先に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から取得する場合（個人
関連情報を個人データとして取得する場合を含みます。）には、当該取得に関する事項（いつ、どのような提供元から、
どのような個人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該データを取得したか等）について確認・記録
します。

（5）個人データの共同利用
次の場合、当社は個人データを共同利用することがあります。
①損害保険業界 
　当社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との
間で個人データを共同利用します。詳細につきましては、一般社団法人日本損害保険協会のホームページ（https://
www.sonpo.or.jp/）をご覧ください。
　また、自賠責保険における適正なお支払いのために、損害保険料率算出機構との間で個人データを共同利用します。
詳細につきましては、損害保険料率算出機構のホームページ（https://www.giroj.or.jp/）をご覧ください。

②代理店等情報の確認業務 
　当社は、損害保険代理店の適切な監督や当社の職員採用等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の
従業者に係る個人データを共同利用します。また、損害保険代理店の委託等のために、一般社団法人日本損害保険協
会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用します。詳細につきましては、一般
社団法人日本損害保険協会のホームページ（https://www.sonpo.or.jp/）をご覧ください。
③国土交通省への個人データ提供 
　当社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保険
契約期間を満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約の締結確認のはがきを出状するため、上記車種の
自賠責保険契約に関する個人情報を国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。詳
細につきましては、国土交通省のホームページ（https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html）をご覧
ください。
④グループ会社 
　当社は、お客さまの個人データをAIGグループ会社との間で共同利用する場合があります。
この場合においても、それぞれの会社がお客さまの個人データを、責任をもって管理します。

●日本におけるAIGグループ会社 
[共同利用する個人データ]
氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容、事故状況、
保険金支払状況等の内容

[共同利用の目的]
　●グループ会社からの商品やサービスのご案内・提供
　●ご契約の維持管理
　●商品・サービスの充実
　●その他各社の事業に関連・付帯する業務
[共同利用する者の範囲]
●日本における AIG グループ会社
下記の URL に記載のとおりです。
https://www-510.aig.co.jp/about-us/companies.html

●AIGグループ会社 
　AIGグループでは、AIG グループの経営管理・内部統制を目的として、下記の範囲内で必要な場合に限り個人デー
タを共同利用する場合があります。

[共同利用する個人データ ]
氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容、事故状況、
保険金支払状況等の内容

[共同利用の目的]
AIG グループの適正な経営管理、コンプライアンス・リスク管理・内部監査等の内部統制、その他の内部管理

[共同利用する者の範囲] 
AIG, Inc. および同社の公開財務諸表に記載された連結子会社*
（*連結子会社：米国証券取引委員会のウェブサイトから入手できるForm10-Kの付属書類 
21（https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/5272/000000527225000012/q42024exhibit21.htm）をご覧く
ださい。）
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●AIGグループ会社との個人データの共同利用における管理責任者は下記のとおりとなります。
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
〒105-8403
東京都港区虎ノ門四丁目３番20号
代表取締役社長兼CEO
渡辺　治子

[AIGグループについて]
　AIG グループ（ニューヨーク証券取引所銘柄：AIG）は、世界の保険業界のリーダーであり、200以上の国や地域で、
法人および個人のお客さまの資産を守り、リスクマネジメントをサポートするための保険ソリューションをAIGの事
業、免許・認可およびその協力パートナーを通じて提供しています。
　日本では、AIG損害保険株式会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、ジェイアイ傷害火災保険株式会社、
AIGパートナーズ株式会社、テックマークジャパン株式会社などが事業を展開しています。

（6）センシティブ情報の取扱い
　当社は、個人情報保護法、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」その他の関連法令等に定める要配
慮個人情報を含むセンシティブ情報（以下「センシティブ情報」といいます。）を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利
用または第三者提供を行いません。
① 保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取
得、利用または第三者提供する場合
② 相続手続を伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供す
る場合
③法令等に基づく場合
④ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合、公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために
特に必要がある場合
⑤ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要
がある場合 

（7）信用情報の取扱い
　当社は、保険業法施行規則第53条の9に基づき信用情報に関する機関（ご本人の借入金返済能力に関する情報の収集
および保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいいます。）から提供を受けた情報であってご本人の借入金返済能
力に関するものを、ご本人の返済能力の調査以外の目的のために利用しません。

（8）安全管理措置
　当社は、お客さまの個人データを正確、最新のものにするよう常に適切な処置を講じています。また、個人データの
漏えい、滅失またはき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、その取扱いに関
する社内規程、組織体制、従業員への定期的な点検および研修体制を整備しています。加えて、外部からの不正アクセ
スを保護する仕組み等を導入しており、十分なセキュリティ対策を講じています。
　当社の講じる保有個人データの各種安全管理措置の詳細は、「保有個人データの取扱いについて当社の講じる安全管
理措置」をご覧ください。
　なお、当社とのやりとりが安全でないと考えられる理由がある場合（お客さまから当社に提供した可能性のある個人
情報の安全性が損なわれていると考えられる場合等）は、直ちにお知らせください。（上記｢（１）個人情報に関するお問
い合わせ窓口｣をご覧ください。）
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（9）その他の重要な情報
① 当社が取り扱う個人情報が、利用目的に照らして信頼できるものであるよう、また、このプライバシーポリシーに記
載された目的を実施するために必要な範囲において正確かつ完全であるよう、確実を期すため合理的な措置を講じま
す。また、法令による規定・許可により期間延長がなされる場合を除き、このプライバシーポリシーに記載された目
的を達成するために必要な期間、個人情報を保持します。
② 当社が業務委託契約に基づき委託先に個人データ（当社が個人データとして取り扱うことを予定している個人情報を
含む、以下本②において同じ）を提供する場合は、係る委託先を慎重に選定するものとし、また、選定された委託先
においては、個人データの秘密および安全を保護するために適切な措置を講じなければならないものとします。当社
に代わり個人データを取り扱う委託先は、厳重なセキュリティ基準を適用することが求められます。万一、個人デー
タに関する事故が発生した場合には、当社は迅速かつ適切に対応します。加えて、当社は委託先に対する必要かつ適
切なモニタリング・点検を定期的に行うとともに、二段階以上の委託を行う場合には、モニタリング・点検を通じて
委託先の事業者が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについても確認を行います。
当社では、例えば、次のような場合に個人データの取扱いを委託しています。
●保険契約の募集に関わる業務
●損害調査に関わる業務
●情報システムの開発・保守および運用に関わる業務
●保険業務の事務処理、保険証券の作成・発送に関わる業務 等
③ 上記の目的のため、外国に個人情報を送る場合があります。また、当社のAIGグループ会社、委託先および政府・公
共機関に対し、国境を越えて情報を送る場合もあります。
④ 当社は、外国（個人の権利利益を保護するうえで我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制
度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除きます。）にある第三者（個人データの取扱いに
つき個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除きます。）に個人データを提供する場
合には、個人情報保護法第27条第1項各号に掲げる場合を除き、ご本人からこれを認める同意またはこのプライバシー
ポリシーの関連する条項にしたがってこれを提供することを認める同意を取得します。このプライバシーポリシーで
想定している当社による外国にある第三者への個人データの提供には、以下のものがあります。 
●ご本人の同意に基づく提供の場合

提供の理由 一部の契約に限り、外国にある再保険会社に対する出再に際して個人
データが提供されます。

主な提供先の国名 米国（保険引受リスク分散等の観点から、当該外国事業者が再々保険契
約を締結するなどにより移転先が特定できない場合があります。）

提供先における個人情報保護制度の
有無

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_
report_america/

●外国にある委託先に対する業務委託に際して個人データを提供する場合
主な委託業務 システムの開発・保守および運用

主な提供先の国名 米国

●外国にあるAIGグループ各社と個人データを共同利用する場合
　詳細は、上記「（５）個人データの共同利用」をご覧ください。
⑤ 損害調査など、個人を特定する目的以外の目的でカメラ画像を利用する場合、当社は、関連するガイドライン等に従
い、適切にデータを取扱います。

（10）個人情報の取扱いに関する継続的改善
　当社は、個人情報の取扱いに関して定期的に見直し、一層の個人情報保護のために継続的改善に取り組んでまいりま
す。
　なお、このプライバシーポリシーの内容に変更が生じた場合は、すみやかに当社のウェブサイト等に掲載・公表します。

（11）保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等のご請求
● 当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であるこ
とを確認させていただいたうえで、適切に対応します。なお、ご要望にお応えできない場合は、ご本人に理由を説明
します。
● これらの具体的な請求手続きについては、上記「（１）個人情報に関するお問い合わせ窓口」までご連絡ください。

https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/offshore_report_america/
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（12）当社のウェブサイトを通じて取得するその他の情報
｢その他の情報｣とは、ご本人を特定しない次のような情報をいいます。
●ブラウザ情報
●クッキー（cookie）、ピクセルタグ（pixel tag）等を通じて取得される情報
●お客さまから提供を受ける人口統計情報等
●総計情報

（13）当社が取得するその他の情報
　当社および第三者たる当社の委託先は、次の方法を含む様々な方法により、その他の情報を取得する場合があります。
①インターネットブラウザによる方法
　IPアドレス（お客さまのコンピュータのインターネット上のアドレス）、ディスプレー解像度、オペレーティングシ
ステムの種類（ウィンドウズかマックかの別）・バージョン、インターネットブラウザの種類・バージョン、閲覧日時、
閲覧ページ等一定の情報は、ほとんどのウェブサイトを通じて取得されます。当社は、これらの情報を、当社のウェ
ブサイトの利用度の算出、サーバ・トラブル診断の支援および当社のウェブサイトの管理等のために利用します。
②クッキーの利用 
　クッキーとは、お客さまが利用されているコンピュータ上に直接保存される情報です。当社は、クッキーにより、
お客さまのコンピュータを認識し、インターネットブラウザ、当社のウェブサイトの利用に費やされた時間、閲覧ペー
ジ、言語選択等の情報を取得することができます。また、安全確保のために当該情報を利用することで、ナビゲーショ
ンを円滑化し、より効果的に情報を掲示し、お客さまが当社のウェブサイトを閲覧される際の操作性の向上に役立て、
または、当社のウェブサイトの利用に関する統計情報を取得することもできます。クッキーには、お客さまの連絡先
が判明するような情報は含まれておりません。
　さらに、当社は、クッキーの利用により、お客さまが最も関心を寄せられるような広告・ご提案を行うこともでき
ます。また、クッキーを利用して当社の広告に対するお客さまのレスポンスを追跡したり、クッキー等のファイルを
利用してお客さまの他のウェブサイトのご利用状況を追跡することもできます。
　なお、お客さまのコンピュータのブラウザの設定を調整することで、当社が利用する他のクッキー受信を拒否する
ことができます。ただし、これらのクッキーを受信されない場合、当社のウェブサイトや一部のインターネット商品
を利用する際にご不便が生じる場合があります。
③ピクセルタグ、Webバグ、クリアGIF等の利用 
　これらは、当社のウェブサイトの一部およびHTML形式の電子メールに関連して、特に、当社のウェブサイトの利
用者および電子メールの受信者の行動の追跡、マーケティングキャンペーンが成功したか否かの判断および当社の
ウェブサイトの利用・レスポンス率に関する統計の編集に使用される場合があります。
　当社はアクセス解析サービスを利用することがあります。これは、当社のウェブサイトがお客さまにどのように利
用されているかについて、より理解することで、その改善を図るため、クッキーとWebバグ等を使用するものです。

④お客さまからのご提供によるもの 
　一部の情報（お客さまの位置情報や希望される連絡方法等）は、これがお客さまから任意に提供される際に取得され
ます。個人情報と併用される場合を除き、本情報により個人が特定されることはございません。
⑤情報の総計によるもの 
　当社は、一定の情報を総計し、利用する場合があります。（例えば、特定の市外局番の当社利用者の割合を算出す
るために情報を総計する場合があります。）
⑥「Google アナリティクス」の利用
　当社の一部のウェブサイトでは、アクセス解析ツール「Google アナリティクス」を利用しています。この「Google
アナリティクス」はトラフィックデータの収集のためにクッキーを使用しています。このトラフィックデータは匿
名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はクッキーを無効にすることで収集を拒否す
ることが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。また、お客さまから「Googleアナリティク
ス」に収集される情報をどのように管理するかについては、次のURLをご覧ください。https://policies.google.com/
technologies/partner-sites?hl=ja

（14）個人関連情報の取扱い
　当社において、ご本人を特定できない上記「（１２）当社のウェブサイトを通じて取得するその他の情報」に記載の情報
等のご本人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報または匿名加工情報のいずれにも該当しない情報を個人関
連情報といいます。
　当社では、この個人関連情報を第三者に提供することがありますが、提供先において、個人データとして取得するこ
とが想定される場合には、ご本人の同意を得ない限り、当該個人関連情報を第三者に提供いたしません。
　また、当社が個人関連情報を受領する場合においても同様に、個人関連情報を個人データとして取得する場合は、ご
本人の同意を得ない限り、個人関連情報を取得いたしません。

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja
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（15）仮名加工情報の取扱い
①仮名加工情報の作成
　当社は、仮名加工情報（法令に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができな
いように加工して得られる個人に関する情報）を作成する場合には、次の対応を行います。
● 法令で定める基準にしたがって、適正な加工を施すこと
● 法令で定める基準にしたがって、仮名加工情報に係る削除情報等の情報の漏えいを防止するために安全管理措置を
講じること
● 作成した仮名加工情報の利用目的を公表すること
②仮名加工情報の提供
　　当社は、作成した仮名加工情報を委託先および共同利用先に提供する場合があります。

（16）匿名加工情報の取扱い
①匿名加工情報の作成 
　当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し
て得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作成する場合に
は、次の対応を行います。
●法令で定める基準にしたがって、適正な加工を施すこと
● 法令で定める基準にしたがって、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置
を講じること
●作成した匿名加工情報の利用目的を公表すること
●作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
●作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと
②匿名加工情報の提供 
　当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報
の項目と提供の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを
明示します。

２. 特定個人情報の取扱いについて 
（1）特定個人情報の適正な取得

　当社は、適法かつ公正な手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特
定個人情報の提供を求めることはありません。

（2）特定個人情報の取扱い、利用の範囲（利用目的）
　当社では、取得したお客さまの特定個人情報を法令で限定された利用範囲内で、かつ当社において定める下記の利用
目的の範囲内でのみ取扱います。当社は、当該範囲を超えて、特定個人情報を取得または利用せず、また、法令で認め
られた場合を除き第三者提供を行いません。
①利用目的 
　当社は、取得した特定個人情報を、法令に定められた次の個人番号関係事務を行う目的のために利用します。
　● 保険取引に関する支払調書等の作成事務
　● 報酬・料金等、不動産使用料、不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
②例外 
　当社は、法令に基づき次の場合にも特定個人情報の利用を行うことがあります。
　● 激甚災害時等に金銭の支払を行う場合
　● 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意がある場合、または本人の同意を
得ることが困難である場合

（3）その他事項
　その他、特定個人情報の取扱いについては、上記「２．（１）」および「２．（２）」に加え、上記「１．（１）」「１．（８）」「１．
（９）①・②」「１．（１０）」および「１．（１１）」を準用します。
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３.プライバシーポリシーに関するその他の事項
（1）第三者のウェブサイト

　このプライバシーポリシーは、当社のウェブサイトにリンクが貼られたサイトの運営者を含むいかなる第三者のプラ
イバシー、情報その他業務について記載したものでもなく、これらについて責任を負うものでもありません。また、当
社のウェブサイトにリンクが貼られたサイトを当社または当社のグループ会社が支持していることを意味するものでも
ありません。

（2）プライバシーポリシーの変更
　当社は定期的にプライバシーポリシーを見直し、当社の業務および法令の変更を勘案してこれを変更することがあり
ます。最新情報については当社のウェブサイトに掲載します。

４.個人情報取扱事業者名
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
〒105-8403
東京都港区虎ノ門四丁目３番20号
代表取締役社長兼CEO
渡辺　治子
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「保有個人データの取り扱いについて当社の講じる安全管理措置」
（プライバシーポリシー別紙）

本書に記載する安全管理措置は、当社が取得または取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱うこ
とが予定されているものについても実施します。

講じなければならない措置 手法について

基本方針の策定 個人データの取り扱いに係る規律の
整備

お客さまの情報保護の基本方針として「プライバシーポリシー」を公表していま
す。また、基本方針に定めた内容を実践し、お預かりした大切なお客さま情報
の保護を図るため、お客さま情報の適正な管理および業務への利用等に係る事
項を社内規程に定め、お客さま情報の適正な取り扱いに努めています。

組織的安全管理措置

組織体制の整備

個人情報保護管理責任者を、個人データの管理責任者と定めています。また、
各部署の所属長を個人データの管理者と定め、各部署における個人データに関
する安全管理措置に係る取り扱い等の管理を行い、役職員が各社内規程に基づ
き個人データを取り扱うこととしています。あわせて、各部署で取り扱う個人
データについて点検を実施します。

個人データの取り扱いにかかる規律に
従った運用

個人データの取り扱いに関する各種社内規程に基づき個人データを取り扱う各
種システムについては、そのIDの適切な管理や、アクセスログの記録などを行
い、取り扱い状況を検証できる体制を整備しています。

個人データの取扱状況を確認する手段
の整備

個人データの取り扱い状況を確認できる手段として、個人データの項目、利用
目的、保管場所、保管期限、所管部署、アクセス制御の状況等を含む台帳を整
備しています。

漏えい等の事案に対応する体制の整備
漏えい等の事案が発生した際の対応方法を個人データの取り扱いに関する各種
社内規程に定め、適時に事故の調査と原因の究明、再発防止策の策定、本人へ
の通知、監督当局への報告などを行える体制を整備しています。

取扱状況の把握及び安全管理措置の
見直し

個人データの取り扱いに関する点検体制を整備し、各部署で点検を実施すると
ともに、当該部署以外の者による点検体制を整備し、実施しています。

人的安全管理措置 役職員の雇用や教育等

個人データの取り扱いに関して、役職員と非開示契約等を締結するとともに、
就業規則等を整備しています。あわせて、安全管理実務基準を定め、役職員の
役割・責任を明確にし、役職員に対して安全管理措置の周知徹底および教育を
実施しています。

物理的安全管理措置

個人データを取り扱う区域や機器等については、以下のような物理的措置を講じています。
•管理区域への入室制限
•紛失や盗難防止のための書類等の施錠保管
•記録の暗号化
•復元不可能な方法での廃棄  等

技術的安全管理措置

個人データを取り扱う情報システム等については、以下のような技術的措置を講じています。
•アクセス者の識別、認証およびアクセス権の限定
•システムファイアウォールの設置
•システムセキュリティ対策の最新化
•アクセス等の監視 等

外的環境の把握 外国において個人データを取り扱う場合 当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握したうえで、個人データの安
全管理のために必要かつ適切な措置を講じています。
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１. 方針
当社は、保険業法その他の関連法令を遵守し、当社の保険関連業務に関するお客さまの利益が不当に害されることのな
いよう、利益相反のおそれのある取引を管理することに努めます。

２. 社内規程等の整備
第１項の目的を達成するために、当社において利益相反管理に関する社内規程、マニュアル等を整備し、適正に業務を
遂行します。

３.利益相反管理の対象となる取引およびその類型
 （1）管理対象取引

本方針に基づく利益相反管理の対象とする取引とは、当社またはAIGグループに属する国内外の金融機関等（「グルー
プ内金融機関等」）が行う取引に伴い、当社が行う保険関連業務に係るお客さまの利益が不当に害されるおそれのあ
る取引をいいます。

 （2）管理対象取引の類型
当社では、利益相反のおそれのある取引を以下のとおり類型化しています。
①お客さまと当社またはグループ内金融機関等との利害が対立する取引
②お客さまと当社またはグループ内金融機関等の他のお客さまとの利害が対立する取引
③お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利用して、当社またはグループ内金融機関等が利益を得る取引
④ お客さまとの関係を通じて入手した情報を不当に利用して、当社またはグループ内金融機関等の他のお客さまが
利益を得る取引
⑤その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引

４.管理体制・特定方法・管理方法
当社では、利益相反のおそれのある取引を以下の方法により特定・管理します。
（1）当社は、お客さまとの利益相反を一元的に管理するために利益相反管理統括部署を定めます。
（2） 当社各部は、お客さまとの間の取引により取得した情報に照らして、第３項に列挙した類型に該当するおそれがあ

ると判断した場合、直ちに、当社の利益相反管理統括部署に報告します。
（3） 利益相反管理統括部署は、上記報告を受け、必要に応じて関連部署と協議し、利益相反のおそれのある取引に該当

するか否かを判断します。
（4） 利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引に該当すると判断する場合には、以下に掲げる方法または

その他適切な措置をとります。
①対象取引を行う部署とお客さまとの取引を行う部署を分離する。
②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する。
③対象取引またはお客さまとの取引を中止する。
④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さまに適切に開示する。
　

□利益相反管理方針
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1. 目的
本基本方針は、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つとして位置づけ、自己の責任に基づいて、コンプライア
ンス重視の企業風土を確立するとともに維持・向上し、公正・透明・健全・適切な業務運営を遂行するための基本とな
る事項を定めるものです。

２. コンプライアンスの定義
コンプライアンスとは、法令、定款および事業方法書ならびに社内規程（以下「法令等」といいます。）を遵守し、さらに、
社会の一員として求められる価値観・倫理観によって誠実かつ公正な企業活動を行い、企業の社会的責任を果たすこと
をいいます。

３. コンプライアンス実現のための基本原則
 （1）法令等の遵守と誠実かつ公正な企業活動

日本および米国の法令等を厳格に遵守するとともに各国の慣習・文化ならびにビジネス慣行を尊重し、適正な事業
活動を行います。
具体的な行動指針や判断の基準としてのAIGの行動規範を遵守します。

 （2）透明性の高い経営
経営方針や財務・業務に係る経営情報等の積極的かつ公正な開示を行います。
適時適切な情報開示を行うために、経営情報について正確な記録を作成・管理します。また、内部や外部の監査・
検査に対して十分に協力します。

 （3）公正な事業活動
取引先との健全な関係を確保し適切かつ公正な取引を行います。
業務上の地位を利用して金品その他の不正の利益を得ることや、ビジネス上の決定に不適切な影響を及ぼす接待・
贈答の授受は行いません。
公正で自由な競争を妨げる談合やカルテルなどの行為を行いません。
著作権・商標権・特許権の知的財産権を尊重し、これらの権利を侵害しません。
当社およびAIGの正当な利益に反して、自己またはAIG各社や第三者の利益を図る行為は認めません。

 （4）お客さまの利便の向上と保護
お客さまが安心して商品・サービスを選択できるよう、公正なマーケティングやお客さまが理解しやすい適切な方
法で情報を提供します。
お客さまからいただいた苦情やご意見・ご要望に感謝し真摯に受け止め、商品・サービスや業務の品質向上に努め
ます。
個人情報および企業情報を適切に管理します。

 （5）あらゆる関係者の人権の尊重
お客さま・取引関係者・社員等の多様性や個人としての尊厳を尊重します。
いかなる理由・状況においても不合理な差別や人権侵害を決して容認しません。
安全で健全な職場環境を維持し、いかなる理由・状況においても、セクシュアル・ハラスメント等のハラスメント
を行いません。

 （6）企業市民として社会との良好な関係の維持
業務上知り得た重要な非公開情報を使用して株式等の売買を行いません。また、重要な非公開情報を許可なく他に
伝えません。
環境保全とビジネス展開とを両立させます。
自らの社会的責任を十分に認識し、米国および我が国の経済制裁ルールを遵守するとともに、反社会的勢力に対し
ては、当社および日本におけるAIG 各社が一丸となって毅然とした態度を維持し、適切な対応を行います。あわせ
てマネー ･ローンダリングを防止します。

□コンプライアンス基本方針
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１. 取引を含めた一切の関係遮断
取引関係（提携して融資取引を実施する場合を含む。）も含め、反社会的勢力とは、一切の関係を持ちません。
反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、取引関係の審査を行います。取引後に反社会的勢力と判明した場
合には、利益供与とならないよう必要な措置を講じます。
反社会的勢力による不当要求に対しては断固として拒絶します。

２. 組織としての対応
反社会的勢力との関係遮断にあたっては、組織全体として対応し、社員、役員および代理店等の安全を確保します。

３. 裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力による不当要求が、役員、社員および代理店等の不祥事を理由とするものであっても、その事実を隠ぺい
するための裏取引や資金提供は一切行いません。

４. 外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密
な連携関係を構築します。

５. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

□反社会的勢力による被害を防止するための基本方針
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